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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼の血管領域を含むＯＣＴモーションコントラストデータを解析するための眼科解
析装置であって、
　前記ＯＣＴモーションコントラストデータを解析するための解析処理手段であって、前
記ＯＣＴモーションコントラストデータに含まれる前記血管領域に関する動静脈情報とし
て、前記ＯＣＴモーションコントラストデータに含まれる少なくとも一つの血管が動脈で
あるか静脈であるかを判別するための判別情報であって、前記ＯＣＴモーションコントラ
ストデータとは異なるデータである、光干渉断層計によって取得されたＯＣＴデータ又は
光干渉断層計とは異なる撮影手段によって取得された画像データに基づく判別情報を取得
し、取得された前記判別情報に基づいて、前記ＯＣＴモーションコントラストデータの血
管領域に対して動脈であるか静脈であるかを付与する解析処理手段と、
　取得された前記判別情報に基づいて前記ＯＣＴモーションコントラストデータに対して
画像処理を施し、前記血管領域に対して動脈であるか静脈であるかを含む前記ＯＣＴモー
ションコントラストデータを表示部に表示する表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする眼科解析装置。
【請求項２】
　前記解析処理手段は、前記ＯＣＴモーションコントラストデータを解析して血管領域に
関する計測結果を取得する際、前記判別情報を用いて、動脈領域に関する計測結果及び静
脈領域に関する計測結果の少なくともいずれかを取得することを特徴とする請求項１の眼
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科解析装置。
【請求項３】
　前記解析処理手段は、３次元ＯＣＴモーションコントラストデータに対し３次元方向の
各方向に関してエッジ強度を算出し、各方向でのエッジ強度に基づいて、前記３次元ＯＣ
Ｔモーションコントラストデータに含まれる前記血管領域に関する走行方向情報を取得し
、
　又は、３次元ＯＣＴモーションコントラストデータに対し３次元方向の各方向に関して
細線化処理を行い、細線化処理のスケルトンから前記走行方向情報を取得し、
　前記血管領域に対して前記走行方向情報を付与することを特徴とする請求項１～２のい
ずれかの眼科解析装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の眼科解析装置の各種処理手段としてコンピュータを機
能させるための眼科解析プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、被検眼の血管情報を含む被検眼データを解析するための眼科解析装置、眼科
解析プログラムに関する。
【０００２】
　近年では、ＯＣＴ技術を利用して、被検眼のモーションコントラストデータを得る技術
が注目されている（非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Roberto Reif et al. “Quantifying Optical Microangiography I　　
mages Obtained from a Spectral Domain Optical Coherence Tomography System”,　　
International Journal of Biomedical Imaging, Vol.2012, Article ID 509783, p.11
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、モーションコントラストデータの画像化については、種々の改良が行わ
れているが、解析関係については、種々の面で改善の余地がありうる。
【０００５】
　例えば、モーションコントラストデータによって血管の状態が可視化されるが、モーシ
ョンコントラストデータを観察するのみでは、血管の状態を把握するのは容易ではない。
【０００６】
　本開示は、従来技術の問題点の少なくとも一つを鑑み、ＯＣＴモーションコントラスト
データを用いた血管解析を好適に行うことができる眼科解析装置、及び眼科解析プログラ
ムを提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００８】
　（１）　
　被検眼の血管領域を含むＯＣＴモーションコントラストデータを解析するための眼科解
析装置であって、
　前記ＯＣＴモーションコントラストデータを解析するための解析処理手段であって、前
記ＯＣＴモーションコントラストデータに含まれる前記血管領域に関する動静脈情報とし
て、前記ＯＣＴモーションコントラストデータに含まれる少なくとも一つの血管が動脈で
あるか静脈であるかを判別するための判別情報であって、前記ＯＣＴモーションコントラ
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ストデータとは異なるデータである、光干渉断層計によって取得されたＯＣＴデータ又は
光干渉断層計とは異なる撮影手段によって取得された画像データに基づく判別情報を取得
し、取得された前記判別情報に基づいて、前記ＯＣＴモーションコントラストデータの血
管領域に対して動脈であるか静脈であるかを付与する解析処理手段と、
　取得された前記判別情報に基づいて前記ＯＣＴモーションコントラストデータに対して
画像処理を施し、前記血管領域に対して動脈であるか静脈であるかを含む前記ＯＣＴモー
ションコントラストデータを表示部に表示する表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする眼科解析装置。
　（２）
　（１）に記載の眼科解析装置の各種処理手段としてコンピュータを機能させるための眼
科解析プログラム。
 
 
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本実施形態の眼科解析装置について図面を用いて説明する。なお、以下では、眼
科解析装置として、ＯＣＴモーションコントラストデータ解析装置を一例として説明する
。図１に示すＯＣＴモーションコントラストデータ解析装置（以下、ＯＣＴ解析装置）１
は、ＯＣＴデバイス１０によって取得されたモーションコントラストデータを解析処理す
る。ＯＣＴモーションコントラストデータは、例えば、被検眼の血管情報を含む。
【００１０】
　ＯＣＴ解析装置１は、例えば、制御部７０を備える。制御部７０は、例えば、一般的な
ＣＰＵ（Central Processing Unit）７１、ＲＯＭ７２、ＲＡＭ７３、等で実現される。
ＲＯＭ７２には、例えば、モーションコントラストデータを処理するための解析処理プロ
グラム、ＯＣＴデバイス１０の動作を制御してモーションコントラストデータを得るため
のプログラム、初期値等が記憶される。ＲＡＭ７３は、例えば、各種情報を一時的に記憶
する。
【００１１】
　制御部７０には、図１に示すように、例えば、記憶部（例えば、不揮発性メモリ）７４
、操作部７６、および表示部７５等が電気的に接続されている。記憶部７４は、例えば、
電源の供給が遮断されても記憶内容を保持できる非一過性の記憶媒体である。例えば、ハ
ードディスクドライブ、フラッシュＲＯＭ、着脱可能なＵＳＢメモリ等を記憶部７４とし
て使用することができる。
【００１２】
　操作部７６には、検者による各種操作指示が入力される。操作部７６は、入力された操
作指示に応じた信号をＣＰＵ７１に出力する。操作部７６には、例えば、マウス、ジョイ
スティック、キーボード、タッチパネル等の少なくともいずれかのユーザーインターフェ
イスを用いればよい。
【００１３】
　表示部７５は、装置１の本体に搭載されたディスプレイであってもよいし、本体に接続
されたディスプレイであってもよい。例えば、パーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」
という）のディスプレイを用いてもよい。表示部７５は、例えば、ＯＣＴデバイス１０に
よって取得されたＯＣＴデータ、モーションコントラストデータ等を表示する。
【００１４】
　なお、本実施例のＯＣＴ解析装置１には、例えば、ＯＣＴデバイス１０が接続されてい
る。なお、ＯＣＴ解析装置１は、例えば、ＯＣＴデバイス１０と同一の筐体に収納された
一体的な構成であってもよいし、別々の構成であってもよい。制御部７０は、接続された
ＯＣＴデバイス１０からモーションコントラストデータを取得してもよい。制御部７０は
、ＯＣＴデバイス１０によって取得されたモーションコントラストデータを記憶媒体を介
して取得してもよい。
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【００１５】
　＜ＯＣＴデバイス＞
　以下、図２に基づいてＯＣＴデバイス１０の概略を説明する。例えば、ＯＣＴデバイス
１０は、被検眼Ｅに測定光を照射し、その反射光と参照光とによって取得されたＯＣＴ信
号を取得する。ＯＣＴデバイス１０は、例えば、ＯＣＴ光学系１００を主に備える。
【００１６】
　＜ＯＣＴ光学系＞
　ＯＣＴ光学系１００は、被検眼Ｅに測定光を照射し、その反射光と参照光との干渉信号
を検出する。ＯＣＴ光学系１００は、例えば、測定光源１０２と、カップラー（光分割器
）１０４と、測定光学系１０６と、参照光学系１１０と、検出器１２０等を主に備える。
なお、ＯＣＴ光学系の詳しい構成については、例えば、特開２０１５－１３１１０７号を
参考にされたい。
【００１７】
　ＯＣＴ光学系１００は、いわゆる光断層干渉計（ＯＣＴ：Optical coherence tomograp
hy）の光学系である。ＯＣＴ光学系１００は、測定光源１０２から出射された光をカップ
ラー１０４によって測定光（試料光）と参照光に分割する。分割された測定光は測定光学
系１０６へ、参照光は参照光学系１１０へそれぞれ導光される。測定光は測定光学系１０
６を介して被検眼Ｅの眼底Ｅｆに導かれる。その後、被検眼Ｅによって反射された測定光
と，参照光との合成による干渉光を検出器１２０に受光させる。
【００１８】
　測定光学系１０６は、例えば、走査部（例えば、光スキャナ）１０８を備える。走査部
１０８は、例えば、眼底上でＸＹ方向（横断方向）に測定光を走査させるために設けられ
てもよい。例えば、ＣＰＵ７１は、設定された走査位置情報に基づいて走査部１０８の動
作を制御し、検出器１２０によって検出された受光信号に基づいてＯＣＴ信号を取得する
。参照光学系１１０は、眼底Ｅｆでの測定光の反射によって取得される反射光と合成され
る参照光を生成する。参照光学系１１０は、マイケルソンタイプであってもよいし、マッ
ハツェンダタイプであっても良い。
【００１９】
　検出器１２０は、測定光と参照光との干渉状態を検出する。フーリエドメインＯＣＴの
場合では、干渉光のスペクトル強度が検出器１２０によって検出され、スペクトル強度デ
ータに対するフーリエ変換によって所定範囲における深さプロファイル（Ａスキャン信号
）が取得される。
【００２０】
　なお、ＯＣＴデバイス１０として、例えば、Spectral-domain OCT（ＳＤ－ＯＣＴ）、S
wept-source OCT（ＳＳ－ＯＣＴ）、Time-domain OCT（ＴＤ－ＯＣＴ）等が用いられても
よい。
【００２１】
　＜正面撮影光学系＞
　正面撮影光学系２００は、例えば、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを正面方向（例えば、測定光の
光軸方向）から撮影し、眼底Ｅｆの正面画像を得る。正面撮影光学系２００は、例えば、
走査型レーザ検眼鏡（ＳＬＯ）の装置構成であってもよいし（例えば、特開２０１５－６
６２４２号公報参照）、いわゆる眼底カメラタイプの構成であってもよい（特開２０１１
－１０９４４参照）。なお、正面撮影光学系２００としては、ＯＣＴ光学系１００が兼用
してもよく、検出器１２０からの検出信号に基づいて正面画像が取得されてもよい。
【００２２】
　＜固視標投影部＞
　固視標投影部３００は、眼Ｅの視線方向を誘導するための光学系を有する。投影部３０
０は、眼Ｅに呈示する固視標を有し、眼Ｅを誘導できる。例えば、固視標投影部３００は
、可視光を発する可視光源を有し、固視標の呈示位置を二次元的に変更させる。これによ
って、視線方向が変更され、結果的にＯＣＴデータの取得部位が変更される。
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【００２３】
　＜モーションコントラストデータの取得＞
　本実施例のＯＣＴ解析装置１は、例えば、ＯＣＴデバイス１０によって検出されたＯＣ
Ｔデータを処理してモーションコントラストデータを取得してもよい。ＣＰＵ７１は、走
査部１０８の駆動を制御し、眼底Ｅｆ上の領域Ａ１において測定光を走査させる。なお、
図３（ａ）において、ｚ軸の方向は、測定光の光軸の方向とする。ｘ軸の方向は、ｚ軸に
垂直であって被検者の左右方向とする。ｙ軸の方向は、ｚ軸に垂直であって被検者の上下
方向とする。
【００２４】
　例えば、ＣＰＵ７１は、領域Ａ１において走査ラインＳＬ１，ＳＬ２，・・・，ＳＬｎ
に沿ってｘ方向に測定光を走査させる。なお、測定光の光軸方向に交差する方向（例えば
、ｘ方向）に測定光を走査させることを「Ｂスキャン」と呼ぶ。そして、１回のＢスキャ
ンによって得られた二次元ＯＣＴデータを１フレームの二次元ＯＣＴデータとして説明す
る。ＣＰＵ７１は、例えば、ｘｙ方向に２次元的に測定光を走査させ、各走査位置におい
てｚ方向のＡスキャン信号を得てもよい。
【００２５】
　ＣＰＵ７１は、ＯＣＴデータに基づいてモーションコントラストデータを取得してもよ
い。モーションコントラストは、例えば、被検眼の血流、網膜組織の変化などを捉えた情
報であってもよい。モーションコントラストデータを取得する場合、ＣＰＵ７１は、被検
眼の同一位置に関して時間的に異なる少なくとも２つのＯＣＴデータを取得する。例えば
、各走査ラインにおいて、ＣＰＵ７１は、時間の異なる複数回のＢスキャンを行い、時間
の異なる複数のＯＣＴデータをそれぞれ取得する。
【００２６】
　例えば、図３（ｂ）は、走査ラインＳＬ１，ＳＬ２，・・・，ＳＬｎにおいて時間の異
なる複数回のＢスキャンを行った場合に取得されたＯＣＴ信号を示している。例えば、図
３（ｂ）は、走査ラインＳＬ１を時間Ｔ１１，Ｔ１２，・・・，Ｔ１Ｎで走査し、走査ラ
インＳＬ２を時間Ｔ２１，Ｔ２２，・・・，Ｔ２Ｎで走査し、走査ラインＳＬｎを時間Ｔ
ｎ１，Ｔｎ２，・・・，ＴｎＮで走査した場合を示している。例えば、ＣＰＵ７１は、各
走査ラインにおいて、時間の異なる複数のＯＣＴデータを取得し、そのＯＣＴデータを記
憶部７４に記憶させる。
【００２７】
　ＣＰＵ７１は、上記のように、同一位置に関して時間的に異なる複数のＯＣＴデータを
取得すると、ＯＣＴデータを処理してモーションコントラストデータを取得する。モーシ
ョンコントラストを取得するためのＯＣＴデータの演算方法としては、例えば、複素ＯＣ
Ｔデータの強度差もしくは振幅差を算出する方法、複素ＯＣＴデータの強度もしくは振幅
の分散もしくは標準偏差を算出する方法（Speckle variance）、複素ＯＣＴデータの位相
差もしくは分散を算出する方法、複素ＯＣＴデータのベクトル差分を算出する方法、複素
ＯＣＴ信号の位相差及びベクトル差分を掛け合わせる方法が挙げられる。なお、演算手法
の一つとして、例えば、特開２０１５－１３１１０７号公報を参照されたい。
【００２８】
　ＣＰＵ７１は、異なる走査ラインでのモーションコントラストデータを並べることによ
って、被検眼Ｅの３次元モーションコントラストデータを取得してもよい。なお、前述の
ように、モーションコントラストデータとしては、位相差に限らず、強度差、ベクトル差
分等が取得されてもよい。
【００２９】
　＜モーションコントラストデータの解析処理＞
　上記のように取得されたモーションコントラストデータの解析処理の一例を、以下に説
明する。
【００３０】
　ＣＰＵ７１は、モーションコントラストデータに対する解析領域を設定し、設定された
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解析領域に関して解析処理を行うことによって少なくとも一つの解析結果を取得してもよ
い。この場合、ＣＰＵ７１は、モーションコントラストデータとは異なる画像データであ
る第２の画像データ上の解析チャートの位置情報を基準として、モーションコントラスト
データでの解析領域を設定してもよい。
【００３１】
　以下、解析結果の一例として、モーションコントラストデータに対する解析処理によっ
て被検眼の血管領域を抽出する場合について説明する。この場合、モーションコントラス
トデータに対する解析領域として血管解析領域が設定され、少なくとも血管解析領域にお
いて血管領域を抽出するための解析処理を行われてもよい。
【００３２】
　図４は、血管領域を抽出する際の解析画面の一例を示す図である。ＣＰＵ７１は、例え
ば、解析画面において、モーションコントラスト表示領域（以下、ＭＣ表示領域）４００
、第２の画像表示領域５００を表示部７５の表示画面に表示するようにしてもよい。この
場合、ＭＣ表示領域４００、第２の画像表示領域５００が同時に表示されてもよいし、別
タイミングで表示されてもよい。
【００３３】
　ＭＣ表示領域４００は、モーションコントラストデータ（以下、ＭＣデータ）４０２を
表示するための領域であり、例えば、ＭＣデータ４０２として、図４に示すように、正面
ＭＣデータ（エンフェイスＭＣデータともいう）が表示されてもよい。正面ＭＣデータは
、例えば、深さ方向の少なくとも一部の領域に関して３次元ＭＣデータを取り出す（例え
ば、特願２０１５－１２１５７４号公報参照）ことによって取得されてもよい。例えば、
ＭＣデータにおける深さ方向での積算値又は最大値によって正面ＭＣデータが生成されて
もよい。もちろん、ＭＣデータ４０２として、一次元ＭＣデータ、二次元ＭＣデータ、３
次元ＭＣデータが表示されてもよい。
【００３４】
　ＣＰＵ７１は、ＭＣデータ４０２上での血管解析領域を示す表示（例えば、グラフィッ
ク４０４）を、ＭＣデータ４０２上に表示するようにしてもよい。血管解析領域を示す表
示としては、図４のグラフィック４０４のように血管解析領域の外縁を示す枠表示であっ
てもよいし、血管解析領域と非血管解析領域とが色分けされた表示であってもよい。
【００３５】
　第２の画像表示領域５００は、ＭＣデータ４０２とは異なる画像データである第２の画
像データ５０２を表示するための領域であってもよい。第２の画像表示領域には、例えば
、正面画像、解析マップの少なくともいずれかが表示されてもよい。第２の画像データ５
０２は、取得部位に関して、ＭＣデータ４０２と少なくとも一部が重複する画像データが
用いられる。例えば、ＭＣデータ４０２が黄斑部位を中心とするデータの場合、黄斑に関
する第２の画像データ５０２が表示され、ＭＣデータ４０２が乳頭部位を中心とするデー
タの場合、乳頭に関する第２の画像データ５０２が表示されてもよい。
【００３６】
　解析マップとしては、例えば、眼底に関する計測結果の二次元分布を示すマップであっ
てもよい。この場合、例えば、計測値に応じて色分けされたカラーマップであってもよい
。解析マップとしては、例えば、層厚を示す厚みマップ、被検眼の層厚と正常眼データベ
ースに記憶された正常眼の層厚との比較結果を示す比較マップ、被検眼の層厚と正常眼デ
ータベースに記憶された正常眼の層厚とのずれを標準偏差にて示すデビエーションマップ
、各検査日との厚みの差分を示す検査日比較厚み差分マップ、であってもよい。なお、層
厚を求める場合、例えば、ＯＣＴデータに対する画像処理（例えば、セグメンテーション
処理）によってＯＣＴデータが層毎に分割処理され、層境界の間隔に基づいて各層の厚み
が計測される。もちろん、層厚に限定されず、解析マップとしては、層厚に限定されず、
例えば、眼底の曲率分布を示すマップであってよい。
【００３７】
　正面画像は、例えば、正面撮影光学系２００によって撮影された正面画像であってもよ
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いし、ＯＣＴ３次元データから生成される正面ＯＣＴデータ（エンフェイスＯＣＴデータ
ともいう）であってもよい。３次元ＯＣＴデータの場合、３次元モーションコントラスト
データの基礎となる３次元ＯＣＴデータであってもよい。解析マップは、例えば、被検眼
上の解析結果（例えば、眼底層の厚み、曲率など）を二次元的に表現するカラーマップで
あってもよい。図４では、第２の画像データ５０２として、正面画像に解析マップが重畳
された画像が表示されている。
【００３８】
　＜解析チャート＞
　ＣＰＵ７１は、解析チャート５０４を、第２の画像データ５０２上に重畳して表示して
もよい。この場合、第２の画像データ５０２は、３次元ＯＣＴデータに対する解析結果に
基づく計測結果（例えば、解析マップの計測データ）と予め関連付けられてもよく（レジ
ストレーション）、解析チャート５０４が設定された領域に対応する計測結果が出力され
る。この場合、第２の画像データ５０２が３次元ＯＣＴデータと関連付けされ、解析チャ
ートが設定された領域に関して解析処理が実行されてもよく、解析結果に基づいて計測結
果が出力されてもよい。この場合、３次元ＯＣＴデータは、ＭＣデータの基礎となる３次
元ＯＣＴデータであることが好ましい。なぜなら、ＭＣデータと第２の画像データとの位
置的な対応付け（レジストレーション）が容易かつ正確であるからである。
【００３９】
　例えば、解析チャート５０４は、予め設定されたセクションでの計測結果の基本統計量
を計測するための解析チャートであってもよく、セクション内での基本統計量が計測され
てもよい。解析チャート５０４を形成するセクションは、一つの領域であってもよいし、
複数のセクションであってもよい。複数のセクションの場合、分割されたセクション毎に
基本統計量が計測されてもよい。基本統計量としては、代表値（平均値、中央値、最頻値
、最大値、最小値、など）、散布度（分散、標準偏差、変動係数）などであってもよい。
【００４０】
　例えば、解析チャート５０４は、眼底の層厚の二次元的な分布につき、領域毎の平均を
求めるチャートであってもよい。また、解析チャート５０４には、所定領域での層厚を数
値にて表示する数値表示領域が付されてもよい。数値表示の代わりに、セクション単位で
の、計測結果に応じた色分けが行われてもよい。層厚データは、各層の合計であってもよ
いし、ある層（例えば、視神経線維層）での厚みであってもよい。
【００４１】
　解析チャート５０４は任意に選択可能であり、厚みマップが黄斑マップの場合、解析チ
ャート５０４として、例えば、検者は、ＧＣＨＡＲＴ（具体的には、半径方向に３分割さ
れると共に、上下左右にそれぞれ分割されたチャート）、Ｓ／Ｉチャート、ＥＴＤＲＳか
ら選択可能である。なお、厚みマップが乳頭マップの場合、解析チャートとして、例えば
、全体チャート、上下チャート（２分割）、ＴＳＮＩＴ(Temporal Superior Nasal Infer
ior Temporal)チャート（４分割）、ＣｌｏｃｋＨｏｕｒチャート（１２分割）から選択
可能である。
【００４２】
　ＣＰＵ７１は、操作部７６からの操作信号を受け付け、第２の画像データ５０２上での
解析チャート５０４の表示位置を変更してもよい。これによって、第２の画像データ５０
２上での解析チャート５０４による解析領域が変更される。ＣＰＵ７１は、解析チャート
５０４の表示位置の変更に連動して、変更後の解析領域における解析結果を求めてもよい
。なお、解析チャートの一部が、第２の画像データ５０２をはみ出してもよい。
【００４３】
　例えば、検者は、操作部７６を用いて解析チャート５０４を移動させることによって、
解析チャートの中心５０４ｃを、眼底の基準部位（例えば、中心窩中心（図４中のＭ参照
）、視神経乳頭中心、異常部位）に設定してもよい。これによって、例えば、眼底の基準
部位を中心として、解析チャート５０４による計測結果が得られる。例えば、基準部位を
中心とするチャート内全体の平均層厚、基準部位の層厚、基準部位を中心とする所定エリ
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ア内での平均層厚（例えば、１、２、３ｍｍ）等が計測されてもよい。これによって、眼
底上の基準部位を中心とする計測結果が得られるので、臨床的にも有用である。
【００４４】
　＜解析チャートと血管解析領域の連動＞
　例えば、ＣＰＵ７１は、解析チャート５０４の位置情報を用いて、ＭＣデータ上での血
管領域の抽出を行うようにしてもよい。より詳細には、ＣＰＵ７１は、解析チャート５０
４の移動に連動して、ＭＣデータ上での血管解析領域の位置を移動させるようにしてもよ
い。この場合、ＣＰＵ７１は、血管解析領域を示す表示（例えば、グラフィック４０４）
を、ＭＣデータ４０２上で移動させてもよい。つまり、解析チャート５０４による解析領
域の移動に連動して、血管解析領域の位置が変化する。
【００４５】
　血管解析領域の移動の結果、ＭＣデータ上での血管解析領域が変更される。そこで、Ｃ
ＰＵ７１は、血管解析領域の変更に連動して、変更後の血管解析領域における解析結果を
求めてもよい（血管解析の手法については後述する）。
【００４６】
　解析チャートと血管解析領域を連動させる場合、ＣＰＵ７１は、第２の画像データ５０
２での解析チャート５０４の中心５０４ｃと、ＭＣデータ４０２での血管解析領域の中心
４０４ｃとが、解析上の同一位置に配置されるように、血管解析領域を移動させてもよい
。つまり、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータ４０２において、第２の画像データ５０２における
解析チャート５０４の中心位置に対応する位置に解析領域の中心を設定してもよい。この
場合、第２の画像データ５０２とＭＣデータ４０２との間で位置的に関連付け（レジスト
レーション）されていることが好ましい。
【００４７】
　ここで、例えば、検者が、解析チャート５０４の中心５０４ｃを、眼底の基準部位（例
えば、中心窩中心、視神経乳頭中心、異常部位）に設定した場合、血管解析領域の中心が
、眼底の基準部位に自動的に設定される。これによって、ＭＣデータ４０２上で改めて解
析領域を変更しなくとも、解析の基準位置を、解析チャート５０４による解析とＭＣデー
タ４０２に対する解析との間で一致させることができる。
【００４８】
　＜血管解析領域の設定＞
　血管解析領域は、検者が任意に設定できてもよい。例えば、ＣＰＵ７１は、操作部７６
からの操作信号を受け付け、ＭＣデータ上での血管解析領域の位置を変更してもよい。こ
の場合、血管解析領域を示す表示の位置を変更してもよい。ＣＰＵ７１は、血管解析領域
の変更に応じて、変更後の血管解析領域における解析結果を求めてよい。この場合、ＣＰ
Ｕ７１は、血管解析領域の移動に連動して、第２の画像データ５０２上での解析チャート
５０４の位置を移動させるようにしてもよい。この結果、解析チャート５０４の位置調整
の手間を省くことができる。
【００４９】
　なお、複数のモーションコントラストデータの解析を行う場合、第１のモーションコン
トラストデータにおける血管解析領域の位置の変更に連動して、第２のモーションコント
ラストデータにおける血管解析領域の位置の設定に用いてもよい。例えば、眼底の深さ方
向に関して異なる複数のモーションコントラストデータの解析において適用可能である。
また、ＣＰＵ７１は、第１のモーションコントラストデータ上で設定された第１のデータ
領域を利用して、第２のモーションコントラストデータの中で第１のデータ領域に位置的
に対応する第２のデータ領域でのアーチファクトを除去してもよい（例えば、第２のデー
タ領域の各画素の輝度において第１のデータ領域の各輝度の輝度を差し引く）。
【００５０】
　血管解析領域の範囲（サイズ）が検者によって設定できてもよい。血管解析領域の範囲
は、眼底上でのＭＣデータ４０２の取得領域に応じて設定可能であってもよい。取得領域
としては、眼底の表面方向に関して異なる取得領域に応じて設定可能であってもよい。例
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えば、黄斑部位、乳頭部位に関して、範囲がそれぞれ設定されてもよい。
【００５１】
　取得領域に応じた設定としては、眼底の深さ方向に関して異なる取得領域に応じて設定
可能であってもよい。例えば、異なる血管層に関して、範囲がそれぞれ設定されてもよい
。もちろん、血管層に限定されず、異なる網膜層（又は脈絡膜層）に関して、範囲がそれ
ぞれ設定されてもよい。これによって、眼底上での取得領域に応じた血管解析が可能とな
る。正面ＭＣデータが血管層毎に複数生成される場合、各血管層の正面ＭＣデータでそれ
ぞれ血管解析領域の範囲が予め設定可能であってもよい。これによって、各血管層に応じ
た血管解析が可能となる。
【００５２】
　図５は設定画面の例であり、黄斑マップは、黄斑を中心とするモーションコントラスト
データ、乳頭マップは、乳頭を中心とするモーションコントラストデータを示しており、
マップ単位で、範囲（例えば、直径）が設定される。なお、範囲を設定する場合、例えば
、ＣＰＵ７１は、操作部７６からの操作信号を受け付けることによってグラフィック４０
４の範囲（サイズ）を変更してもよい。また、血管解析領域の範囲は、解析チャート５０
４と同じ範囲であってもよい。また、解析チャート５０４の範囲に基づいて、血管解析領
域の範囲が設定されてもよい。
【００５３】
　なお、上記説明においては、血管解析領域の変更パラメータとして、血管解析領域の位
置、範囲（サイズ）を設定可能としたが、これに限定されない。例えば、血管解析領域の
形状を設定可能であってもよい（例えば、円、楕円、矩形等）。この場合、眼底上でのＭ
Ｃデータ４０２の取得領域に応じて、血管解析領域の形状が設定可能であってもよい。
【００５４】
　血管解析領域は、複数のセクションに分割された領域であってもよく、各セクションに
おいて血管解析が実行されてもよい。各セクションの配置位置又は範囲（サイズ）のいず
れかが異なる複数の血管解析領域が選択可能であってもよい。
【００５５】
　この場合、眼底上でのＭＣデータ４０２の取得領域に応じて、血管解析領域の分割パタ
ーンが設定可能であってもよい。例えば、Superficial Capillary Plexusは、全体チャー
ト（セクション一つ）、Intermediate Capillary PlexusはS/Iチャート（上下２分割セク
ション）であってもよい。この場合、血管解析領域の各セクションの配置位置及び範囲は
、解析チャート５０４の各セクションの配置位置及び範囲と同一となるように設定されて
もよい。これによって、解析チャート５０４の各セクションの解析結果と、血管解析領域
での各セクションの解析結果とを対応付けて評価できる。よって、眼底の血管解析結果と
、眼底の形態解析結果（例えば、層厚）との関連性を、セクション単位で確認できる。
【００５６】
　＜血管抽出処理、血管計測＞
　ＣＰＵ７１は、前述のように設定された血管解析領域にてＭＣデータ４０２を解析する
ことによって、設定された血管解析領域での計測結果を表示部７５上に表示してもよい。
このようにすれば、解析チャートでの計測とＭＣデータ４０２に対する計測とをスムーズ
に行うことができる。なお、解析結果は、例えば、ＭＣ表示領域４００上に数値４０６と
して表示されてもよい。
【００５７】
　例えば、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータ上の血管解析領域として設定された領域に関して画
像処理による解析を行うことによって、血管領域と非血管領域との判別処理を行う。判別
処理によって、血管領域が抽出される。この場合、判別処理によって、非血管領域が抽出
されてもよい。
【００５８】
　判別処理としては、例えば、閾値処理であってもよく、閾値を満たす画素を血管領域と
し、閾値を満たさない画素を非血管領域として判別してもよい。閾値自体は、検者によっ
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て任意に設定できてもよいし、固定値として予め決定されていてもよい。また、閾値は、
ＭＣデータ４０２に対する画像解析処理を経て設定されてもよい。
【００５９】
　例えば、ＣＰＵ７１は、判別処理の結果に基づいて血管領域に関する計測を行うように
してもよい。ＣＰＵ７１は、判別処理によって抽出された血管領域に基づいて、血管領域
を計測してもよい。計測結果としては、例えば、血管密度、血管面積であってもよい。血
管領域の密度としては、例えば、血管解析領域全体における血管領域の比率を求めること
によって、単位面積当たりの血管の面積（血管量）が求められる。計測結果としては、こ
れに限定されず、例えば、血管総量、血管蛇行度、血管の規則性等であってもよい。なお
、血管解析領域が、複数のセクションに分割された場合、ＣＰＵ７１は、各セクション間
での計測結果の比率、差分を求めてもよい。これによって、例えば、血管の対称性等を求
めることができる。
【００６０】
　＜毛細血管の判別＞
　以下、毛細血管領域に関する計測結果を取得する処理について説明する。毛細血管領域
に関する計測を行う場合、ＣＰＵ７１は、血管領域と非血管領域との判別処理後、さらに
、血管領域として判別された領域に関して画像処理による解析を行うことによって、大血
管と毛細血管との判別処理を行うようにしてもよい。判別処理によって、毛細血管領域が
抽出される。
【００６１】
　判別処理としては、例えば、血管径による判別処理であってもよく、血管径が閾値を下
回る血管を毛細血管領域とし、血管径が閾値を超える血管を大血管領域として判別しても
よい。これは、血管径に関して、毛細血管が細く、大血管が太いことを利用したものであ
る。血管径を利用することで、血管径が細い毛細血管と、血管径が太い大血管とが的確に
区別されうる。なお、血管径を求める場合、ＣＰＵ７１は、血管領域に含まれる各血管径
を画像処理によって計測してもよい。例えば、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータから検出された
血管領域に対し細線化を行い、細線化した線から元の血管径を計測してもよい。血管径の
計測手法については、これに限定されず、例えば、血管壁間の距離（例えば、内膜間距離
）を計測するようにしてもよい。
【００６２】
　判別処理としては、例えば、血管の分岐数による判別処理であってもよく、血管の分岐
数が閾値を超える血管を毛細血管領域とし、血管の分岐数が閾値を下回る血管を大血管領
域として判別してもよい。これは、血管の分岐数に関して、毛細血管が多く、大血管が少
ないことを利用したものである。分岐数を利用することで、比較的末端に位置する毛細血
管と、比較的基端に位置する大血管とが的確に区別されうる。この場合、乳頭部からの血
管の分岐数が基準であってもよいし、大血管の中でも上位の大きさを持つ大血管からの分
岐数が基準であってもよい。血管の分岐数を求める場合、ＣＰＵ７１は、血管の分岐点を
画像処理によって抽出し、各血管に関する分岐点の数を計測するようにしてもよい。なお
、血管径と血管の分岐数を統合して判別処理を行うようにしてもよい。これにより、判別
精度が向上される。
【００６３】
　なお、上記説明では、大血管と毛細血管との判別処理として、血管径と分岐数を例にと
って説明したが、これに限定されない。例えば、血管の血流速度の違いによる判別処理で
あってもよい。より詳細には、血流速度が閾値を下回る血管を毛細血管領域とし、血流速
度が閾値を超える血管を大血管領域として判別してもよい。これは、血流速度に関して、
毛細血管が遅く、大血管が速いことを利用できる。なお、血流速度は、例えば、ＭＣデー
タにおける毛細血管と大血管との間での輝度の違いを利用して検出されてもよい。この場
合、毛細血管が相対的に明るく画像化され、大血管が相対的に暗く画像化される。
【００６４】
　なお、判別処理において血管径、分岐数等に関する閾値が用いられる場合、閾値自体は
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、検者によって任意に設定できてもよいし、固定値として予め決定されてもよい。固定値
の場合、被検体の特性（例えば、年齢、性別のいずれか）に応じて閾値が変動されてもよ
い。つまり、大血管と毛細血管の判別基準は、検者によって設定されてもよい。なお、大
血管と毛細血管の判別処理は、検者の操作を介して行われてもよく、検者がＭＣデータ上
で毛細血管領域を指定していくことによって判別結果が取得されてもよい。もちろん、大
血管を指定することで、結果として、大血管以外の毛細血管領域が特定されてもよい。
【００６５】
　図６は、判別処理の結果の一例であり、図６に示すように、血管全体に関するＭＣデー
タ（上図）が、毛細血管に関するＭＣデータ（中図）と大血管に関するＭＣデータ（下図
）に判別されてもよい。なお、上記処理において、毛細血管領域が抽出されればよく、大
血管領域が抽出される必要は必ずしもない。
【００６６】
　＜大血管の影響を軽減した毛細血管の計測＞
　ＣＰＵ７１は、ＭＣデータを解析して毛細血管領域に関する計測結果を取得してもよい
。例えば、ＣＰＵ７１は、毛細血管よりも血管径の大きい大血管による計測結果への影響
を軽減するための軽減処理を介して毛細血管領域に関する計測結果を取得してもよい。
【００６７】
　軽減処理としては、例えば、一定の血管径よりも小さい血管領域に特定した解析処理で
あってもよい。また、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータから毛細血管領域を特定する処理を行う
ようにしてもよく、特定された毛細血管領域に基づいて毛細血管領域に関する計測結果を
取得してもよい。また、ＣＰＵ７１は、血管領域において、大血管領域と毛細血管領域を
判別して処理を行い、毛細血管領域として判別された領域に関して計測処理を行うように
してもよい。つまり、上記判別結果が用いられてもよい。また、血管領域に囲まれた領域
を特定し、特定された領域に基づいて毛細血管に関する計測結果を取得してもよい。また
、ＭＣデータと眼底正面画像の差分によって毛細血管を特定してもよい。眼底正面画像と
しては、眼底カメラ又はＳＬＯによって取得された正面画像が用いられてもよい。
【００６８】
　以下に、軽減処理の一例を以下に示す。例えば、ＣＰＵ７１は、判別処理の結果に基づ
いて毛細血管領域に関する計測を行うようにしてもよい。この場合、ＣＰＵ７１は、判別
処理によって判別された毛細血管領域に基づいて、毛細血管の血管領域を計測してもよい
。計測結果としては、例えば、毛細血管の血管密度、毛細血管の血管面積であってもよい
。毛細血管の血管密度としては、例えば、血管解析領域全体における毛細血管領域の比率
を求めることによって、単位面積当たりの毛細血管の面積（血管量）が求められる。計測
結果としては、これに限定されず、例えば、毛細血管の総量、毛細血管の蛇行度、毛細血
管の規則性等であってもよい。なお、血管解析領域が、複数のセクションに分割された場
合、ＣＰＵ７１は、各セクション間での計測結果の比率、差分を求めてもよい。これによ
って、例えば、毛細血管の対称性等を求めることができる。
【００６９】
　上記計測処理によれば、例えば、毛細血管に特定した計測が行われるので、大血管の影
響が軽減され、毛細血管の計測をより的確に行うことができる。よって、例えば、毛細血
管に係る眼疾患をより的確に評価できる。一方、大血管を含めた計測の場合、大血管は、
血管領域全体において一定の比重を占めており、毛細血管に係る計測血管を埋没・変動さ
せる要因となりうる。
【００７０】
　なお、上記説明においては、大血管領域と毛細血管領域を判別し、毛細血管領域として
判別された領域に対して計測結果を取得したが、これに限定されず、ＣＰＵ７１は、重み
付け演算等によって大血管領域の比重を低減するように構築された演算処理を用いて、大
血管領域と毛細血管領域を含めた計測処理を行ってもよい。この場合、ＣＰＵ７１は、大
血管領域として判別された領域を、毛細血管と同程度に細線化する画像処理を行った後、
大血管領域と毛細血管領域を含めた計測処理を行ってもよい。上記のような処理によって
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も、大血管の影響が軽減された計測結果が得られる。なお、上記説明においては、毛細血
管領域に関する計測を行う例を示したが、これに限定されず、判別処理を介して抽出され
た大血管領域に関する計測を行うようにしてもよい。
【００７１】
　＜毛細血管の二次元計測、血管解析マップの取得＞
　ＣＰＵ７１は、毛細血管領域に関する計測結果を２次元的又は３次元的に求めてもよい
。また、ＣＰＵ７１は、毛細血管領域に関する各位置での計測結果に応じて色分けされた
カラーマップを出力してもよい。
【００７２】
　例えば、ＣＰＵ７１は、毛細血管領域の各二次元位置に関して計測処理を行うようにし
てもよい。この場合、例えば、毛細血管領域を形成する一画素毎あるいは複数の画素から
なる画素群毎に計測処理を行ってもよい。なお、計測範囲としては、例えば、ＭＣデータ
上の一部に設定された設定範囲内であってもよいし、ＭＣデータ全体であってもよい。Ｍ
Ｃデータの一部に設定される設定範囲としては、眼底の基準部位（例えば、中心窩、視神
経乳頭中心、異常部位）を中心として設定されてもよい。設定範囲としては、予め設定さ
れた所定範囲であってもよいし、検者によって任意に設定された範囲であってもよい。ま
た、設定範囲の形状が任意に変更されてもよい。
【００７３】
　例えば、ＣＰＵ７１は、毛細血管領域を複数のセクションに分割し、分割された各セク
ションに関して計測処理を行うようにしてもよい（例えば、図７参照）。この場合、例え
ば、ＣＰＵ７１は、微小領域毎に計測結果を取得してもよい。より具体的には、２５６×
２５６の二次元ＭＣデータを、８×８の二次元ＭＣデータ単位で分割することによって、
各セクションでの計測結果を求めてもよい。また、ＣＰＵ７１は、比較的広い領域（例え
ば、２次元）毎に計測結果を取得してもよい。より具体的には、２５６×２５６の二次元
ＭＣデータを、縦横方向にそれぞれ分割する（例えば、縦横それぞれ３分割、縦横それぞ
れ４分割）ことによって、各セクションでの計測結果を求めてもよい。なお、毛細血管の
計測処理において、定量的な計測値として取得される必要は必ずしもなく、計測結果を段
階的に求める手法（例えば、グレード分け）であってもよい。
【００７４】
　ＣＰＵ７１は、毛細血管領域に関する計測結果に基づいて、血管解析マップを取得する
ようにしてもよい（例えば、図７参照）。血管解析マップは、表示部７５の画面上に表示
されてもよい。
【００７５】
　血管解析マップは、例えば、毛細血管に関する計測結果の二次元分布を示すマップであ
ってもよい。血管解析マップは、例えば、各二次元位置での計測値に応じて色分けされた
カラーマップであってもよい。この場合、ＣＰＵ７１は、各二次元位置での計測値に応じ
た表示色を決定し、決定された表示色にて各位置を表示してもよい。なお、表示色につい
ては、計測結果の大小に応じて予め設定された表示色であってもよいし、計測結果に応じ
て検者が任意に設定してもよい。より詳細には、血管解析マップは、例えば、各セクショ
ンでの計測結果に応じて色分けされたカラーマップであってもよい。ＣＰＵ７１は、各セ
クションに関する計測結果に応じた表示色を決定し、決定された表示色にて各セクション
を表示してもよい。
【００７６】
　なお、血管解析マップにおいて、大血管に関して色分け表示が行われないようにしても
よい。また、毛細血管の計測結果に応じて色分けとは異なる色にて大血管に関する計測結
果が表示されてもよい。これによって、検者は、毛細血管と大血管が判別されているので
、毛細血管の評価を的確に行うことができる。また、血管解析マップは、ＭＣデータに重
畳して表示されてもよく、この場合、ＭＣデータの大血管上にはマップによる色分けが重
畳表示されない、或いは毛細血管領域とは判別可能な色にて重畳表示が行われてもよい。
【００７７】
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　なお、血管解析マップの種類としては、例えば、基本マップ、比較マップ、差分マップ
、検査日差分マップの少なくともいずれかであってもよい。より詳細には、基本マップは
、被検眼の毛細血管に関する計測値の大小が二次元的に表現された基本マップ（例えば、
血管密度マップ）であってもよい。比較マップは、毛細血管に関する被検眼の計測値と、
正常眼データベースに記憶された毛細血管に関する正常眼データとの比較結果を示す比較
マップであってもよい。差分マップは、毛細血管に関する被検眼の計測値と、血管情報デ
ータベースに記憶された毛細血管に関する正常眼データとのずれを示すデビエーションマ
ップ（差分マップ）であってもよい。検査日差分マップは、毛細血管に関する被検眼の計
測値に関して異なる検査日との差分を示す検査日差分マップであってもよい。
【００７８】
　血管解析マップを得る場合、例えば、ＭＣデータが層毎に分割処理され、少なくとも一
つの層に関して血管解析マップが取得されてもよい。この場合、層領域が異なる複数の血
管解析マップが取得されてもよい。また、複数の層領域での血管解析マップが取得されて
もよい。なお、層毎の分割処理は、ＭＣデータに対する画像処理（例えば、セグメンテー
ション）によって行ってもよいし、ＭＣデータの基礎となるＯＣＴデータに対する画像処
理（例えば、セグメンテーション）の結果をＭＣデータに適用してもよい。
【００７９】
　なお、血管解析マップを表示する場合、例えば、ＣＰＵ７１は、血管解析マップと、血
管解析マップの基礎となるＭＣデータ（例えば、２次元ＭＣデータ）とを表示部７５の同
一画面上に同時に表示してもよい（例えば、図８参照）。
【００８０】
　例えば、ＣＰＵ７１は、得られた血管解析マップを、被検眼のＭＣデータに重畳させて
もよい。これによって、ＭＣデータ上での血管の消失領域を容易に確認できる。なお、血
管解析マップを重畳させる場合、ＣＰＵ７１は、正常眼データにおける正常範囲を超えた
領域を、異常領域として強調する表示を行うようにしてもよい。例えば、ＣＰＵ７１は、
得られた血管解析マップを、被検眼の正面画像に重畳させてもよい。眼底正面画像として
は、赤外正面画像、カラー正面画像、ＯＣＴデータに基づく正面画像であってもよい。
【００８１】
　なお、ＣＰＵ７１は、計測部位に応じて血管解析マップを変更してもよい。この場合、
出力されるマップが、計測部位に応じて予め設定されていてもよいし、検者が任意に設定
できてもよい。
【００８２】
　例えば、計測部位に応じて、血管解析マップにおけるセクションの数を変更してもよい
。より詳細には、例えば、黄斑部位のＭＣデータについては、分割するセクション数が比
較的多く、乳頭部位のＭＣデータについては、分割するセクション数が比較的に少なく設
定されてもよい。これは、黄斑部については、詳細な計測結果が求められ、乳頭部につい
ては、全体的な計測結果が求められる可能性があるからである。また、計測部位に応じて
、血管解析マップの基礎となるＭＣデータの深さ領域を変更してもよい。より詳細には、
例えば、黄斑部位のＭＣデータについては、網膜の手前の領域（例えば、ＮＦＬ～ＩＰＬ
）に関する血管解析マップが設定され、乳頭部位については、網膜全体の領域（例えば、
ＮＦＬ～ＲＰＥ）に関する血管解析マップが設定されてもよい。
【００８３】
　また、ＣＰＵ７１は、解析疾患に応じて血管解析マップを変更してもよい。この場合、
出力されるマップが、計測部位に応じて予め設定されていてもよいし、検者が任意に設定
できてもよい。
【００８４】
　例えば、解析疾患に応じて、血管解析マップにおけるセクションの数、セクションの配
置位置、血管解析マップの基礎となるＭＣデータの深さ領域の少なくともいずれかを変更
してもよい。例えば、糖尿病性網膜症の場合、網膜上において比較的に浅い領域（手前側
）において虚血が生じる。



(14) JP 6922151 B2 2021.8.18

10

20

30

40

50

【００８５】
　一方、ＢＲＶＯ(Branch retinal vein occlusion: 網膜静脈分枝閉塞症)、ＣＲＶＯ (C
entral retinal vein occlusion: 網膜中心静脈閉塞症)、BRAO (Branch retinal artery 
occlusion: 網膜動脈分枝閉塞症)、CRAO (Central retinal artery occlusion: 網膜中心
動脈閉塞症) の場合、網膜全体において虚血が生じる。そこで、病変に応じてＭＣデータ
の深さ領域を変更することで、病変の評価を好適に行うことができる。
【００８６】
　また、血管解析マップにおけるセクションの数については、例えば、ＣＲＶＯの場合、
乳頭辺りが起因とされるので、正面方向（深さ方向と直交する方向）に関して眼底全体に
均一にセクションが設定されてもよい。一方、ＢＲＶＯの場合、上耳側に発症するとされ
ているので、上耳側に関してセクションの数が多く、他の領域に関してセクションの数を
少なくしてもよい。つまり、病変に応じて、セクションの数、セクションの配置位置の少
なくともいずれかを変更してもよい。
【００８７】
　＜血管密度マップの例＞
　以下に、血管解析マップの一例として、毛細血管に関する血管密度の二次元分布を示す
血管密度マップを示す（図７、図９参照）。
【００８８】
　図７のマップは、各セクションでの計測値（血管密度）に応じて色分けされたカラーマ
ップの一例である。例えば、ＣＰＵ７１は、予め設定されたセクション毎の計測値に応じ
たカラーマップを生成し、生成されたカラーマップを表示部７５上に表示してもよい。計
測値に応じて表示色を変えることで、血管の消失を容易に把握できる。
【００８９】
　さらに、上記のようにセクション単位でカラーマップを表示する場合、セクションの形
状、数の少なくともいずれかが任意に変更されてもよい。これによって、疾患に応じた密
度表示を行うようにしてもよい。
【００９０】
　なお、ＣＰＵ７１は、得られた血管密度マップと同一範囲に関して、血管情報データベ
ースに記憶された正常眼の血管密度分布データと、被検眼の血管密度分布データとを比較
してもよく、比較結果の表示によって、検者は、正常眼に対する被検眼の血管の消失状態
を容易に確認できる。比較結果を表示する場合、正常眼データと被検眼データとの差分マ
ップが有用である。また、ＣＰＵ７１は、比較結果として、正常眼データに基づく血管密
度マップと、被検眼データに基づく血管密度マップとを表示部７５上に同時に表示しても
よい。
【００９１】
　また、ＣＰＵ７１は、得られた血管密度マップと同一範囲に関して、血管情報データベ
ースに記憶された被検眼の過去の血管密度分布データと、被検眼の現在の血管密度分布デ
ータとを比較してもよく、比較結果の表示によって、検者は、血管の消失状態に関する経
時的な変化を容易に確認できる。比較結果を表示する場合、過去の被検眼データと現在の
被検眼データとの差分マップが有用である。また、ＣＰＵ７１は、比較結果として、過去
の被検眼データに基づく血管密度マップと、現在の被検眼データに基づく血管密度マップ
とを表示部７５上に同時に表示してもよい。
【００９２】
　なお、血管解析マップの表示手法として、例えば、ＣＰＵ７１は、図９に示すように、
ＭＣデータにおける血管領域に基づいて血管で囲まれた領域を特定することによって、結
果的に、毛細血管に関する計測結果の二次元分布を求めてもよい。
【００９３】
　この場合、ＣＰＵ７１は、例えば、各血管の連結性を画像処理によって判定し、非血管
領域の周囲が血管によって囲まれているか否かによって、血管で囲まれた領域を特定して
もよい。この場合、必ずしも非血管領域が３６０度囲まれている必要はなく、一定量囲ま
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れた状態であれば、血管で囲まれた領域であると判別してもよい。
【００９４】
　より詳細には、ＣＰＵ７１は、血管で囲まれた領域の面積を算出してもよい。ＣＰＵ７
１は、各領域において、算出された面積に応じた色分け表示を行うようにしてもよい。色
分けとしては、少なくとも２色が用いられる。例えば、図９のように、狭い領域が第１の
色（例えば、赤）で表示され、広い領域が第２の色（例えば、緑）で表示されてもよい。
毛細血管が消失するにつれ、第１の色の領域が減少し第２の色の領域が増えるので、これ
らの色分布によって、毛細血管の消失を容易に把握できる。このような表示手法によれば
、血管自体は面積としてカウントされないので、結果として、大血管による影響が軽減さ
れ、毛細血管の消失状態を的確に把握できる。
【００９５】
　なお、毛細血管の消失状態を求める場合、非血管領域のうち、最も近い血管からの距離
が閾値以上である部分を色分けしてもよい。
【００９６】
　なお、上記説明においては、血管密度マップを例として説明したが、これに限定されず
、上記のような表示形態においては、他の血管解析マップにおいても適用可能であること
はいうまでもない。
【００９７】
　＜血管情報データベース＞
　記憶部７４には、血管情報データベースが記憶されてもよい。血管情報データベースに
記憶されたデータは、例えば、取得された被検眼の計測結果との比較に用いられてもよく
、血管に関する計測結果である血管計測結果（例えば、血管密度、血管面積、毛細血管の
総量、毛細血管の蛇行度、毛細血管の規則性等）の少なくともいずれかがデータベースと
して記憶される。
【００９８】
　血管情報データベースとしては、例えば、正常眼データベースであってもよく、正常眼
の血管計測結果が記憶される。正常眼データベースは、例えば、実際に計測された被検眼
の計測結果との比較に用いられてもよい。
【００９９】
　正常眼データベースは、多数の正常眼の血管計測結果を統合することによって作成され
てもよく、例えば、多数の正常眼の血管計測結果から取得された統計的な計測値が記憶さ
れてもよい。この場合、例えば、多数の眼についての血管計測結果を取得し、正常眼の血
管計測結果を統合することによって、正常眼データベースが構築されてもよい。なお、上
記のような正常眼データベースは、人種、性別、眼特性（例えば、眼軸長）毎に構築され
、記憶部７４に記憶されてもよい。
【０１００】
　血管情報データベースとしては、例えば、経過観察（フォローアップ）用データベース
であってもよく、各被検眼の過去の血管計測結果が記憶される。経過観察用データベース
は、例えば、新たに取得された被検眼の計測結果との比較に用いられてもよいし、異なる
時期に取得された過去の計測結果の比較に用いられてもよい。経過観察用データベースと
しては、例えば、経過観察において取得される計測結果が計測時期（例えば、日時）と共
に、被検者毎に記憶されてもよい。
【０１０１】
　上記のような血管情報データベースにおいて、大血管の影響を軽減した状態で計測結果
を取得しデータベース化することによって、大血管の影響が軽減されたデータベースが構
築される。このような血管情報データベースを活用することによって、被検眼の毛細血管
の解析をより的確に行うことができる。
【０１０２】
　＜深さ方向を考慮した血管計測＞
　血管計測を行う場合、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータを解析して、特定の深さ領域での血管
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領域に関する計測結果を取得してもよい。さらに、ＣＰＵ７１は、深さ領域の計測範囲に
基づいて計測結果を補正してもよい。特定の深さ領域での血管領域としては、所定の層（
網膜層全体でもよいし、脈絡膜全体でもよい）であってもよいし、３次元データにおける
一部の深さ領域が抽出されたデータであってもよい。
【０１０３】
　例えば、ＣＰＵ７１は、深さ方向における計測範囲を考慮して、血管領域に関する計測
を行うようにしてもよい。例えば、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに基づいて算出された血管
領域の計測結果を、深さ方向における計測範囲に基づいて補正してもよい。例えば、正面
ＭＣデータに基づいて算出された血管領域に関する二次元的な計測結果を、深さ方向にお
ける計測範囲に基づいて補正してもよい。
【０１０４】
　深さ方向における計測範囲としては、例えば、図１０に示すように、血管計測に用いた
正面ＭＣデータに対応する深さ方向での計測範囲Ｄ１の大きさ（サイズ）であってもよい
。この場合、ＣＰＵ７１は、正面ＭＣデータに基づいて算出された血管領域の計測結果を
、計測範囲Ｄ１の大きさによって補正してもよい。
【０１０５】
　特定の深さ領域に関するＭＣデータとしては、特定の深さ領域での３次元モーションコ
ントラストデータに基づくＯＣＴ正面モーションコントラストデータであってもよく、Ｃ
ＰＵ７１は、深さ領域の計測範囲に基づいて、特定の深さ領域での血管領域に関する二次
元的な計測結果を補正してもよい。
【０１０６】
　より詳細には、３次元ＭＣデータ全体から深さ方向の部分領域に関する３次元ＭＣデー
タを選択することによって、正面ＭＣデータが生成される場合、ＣＰＵ７１は、深さ計測
範囲として、当該部分領域の深さ方向での大きさを得るようにしてもよい。
【０１０７】
　ここで、ＣＰＵ７１は、基準となる計測範囲の大きさよりも計測範囲Ｄ１が大きい場合
、基準に対して深さ方向における計測範囲が増分するので、増分に応じて計測結果を低く
算出してもよい。一方、ＣＰＵ７１は、基準となる計測範囲の大きさよりも計測範囲Ｄ１
が小さい場合、基準眼に対して深さ方向における計測範囲が減少するので、減少分に応じ
て計測結果を高く算出してもよい。
【０１０８】
　上記補正によれば、深さ方向での計測範囲の大きさの違いによる計測結果の変動が補正
され、血管領域をより定量的に計測できる。例えば、血管の消失状態の評価において、正
面ＭＣデータのみによって計測値を得る場合、深さ方向の情報が考慮されない。したがっ
て、血管に関する計測値が一定の場合、計測範囲の大きさが違っても、同じ結果として出
力されてしまうので、血管密度等の評価において改善の余地がある。上記構成によれば、
計測範囲の違いを考慮した計測が可能であり、血管密度等をより的確に求めることができ
る。なお、計測結果が取得される各二次元位置（例えば、セクション）にて深さ方向にお
ける計測範囲が取得され、二次元位置毎に補正が行われてもよい。
【０１０９】
　特定の深さ領域に関するＭＣデータとしては、特定の層領域に関するＯＣＴ正面モーシ
ョンコントラストデータであってもよく、ＣＰＵ７１は、層領域の厚みデータに基づいて
、特定の深さ領域での血管領域に関する二次元的な計測結果を補正してもよい。
【０１１０】
　より詳細には、正面ＭＣデータが、所定の網膜層（例えば、視神経線維層：ＮＦＬ）で
の３次元ＭＣデータに基づいて取得された場合、ＣＰＵ７１は、例えば、被検眼における
所定の網膜層の厚みデータを取得し、取得された厚みデータによって計測結果を補正して
もよい。
【０１１１】
　ここで、ＣＰＵ７１は、基準の厚みデータ（例えば、血管情報データベースの正常眼デ
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ータに対応する所定網膜層の計測値）に対して被検眼の網膜厚が大きい場合、基準眼での
データに対して所定網膜層の体積が増分するので、厚みの増分に応じて計測結果を低く算
出してもよい。一方、ＣＰＵ７１は、基準の厚みデータに対して被検眼の網膜厚が小さい
場合、基準眼でのデータに対して所定網膜層の体積が減少するので、厚みの増分に応じて
計測結果を高く算出してもよい。なお、所定網膜層の厚みデータは、ＭＣデータの基礎と
なるＯＣＴデータに基づいて取得されてもよいし、３次元ＭＣデータにおける血管網間の
距離に基づいて取得されてもよい。
【０１１２】
　上記補正によれば、網膜層の厚みの違いによる計測結果の変動が補正され、血管領域を
より定量的に計測できる。例えば、血管の消失状態の評価において、正面ＭＣデータのみ
によって計測値を得る場合、深さ方向の情報が考慮されない。したがって、血管に関する
計測値が一定の場合、網膜厚が違っても、同じ結果として出力されてしまうので、血管密
度等の評価において改善の余地がある。上記構成によれば、網膜厚の違いを考慮した計測
が可能であり、血管密度等をより的確に求めることができる。
【０１１３】
　例えば、ある眼疾患の初期段階等において、血管密度の減少よりも組織の減少の方が早
いような場合、上記補正を行うことで、血管密度結果が増加する方向となる。逆に、例え
ば、ある眼疾患の初期段階等において、組織の減少よりも血管密度の減少の方が早いよう
な場合、上記補正を行うことで、血管密度結果が減少する方向となる。この場合、補正さ
れた計測結果を用いて経過観察を行うことで、眼疾患の早期発見につながる可能性があり
うる。
【０１１４】
　なお、上記説明においては、所定の網膜層としてＮＦＬを例としたが、これに限定され
ず、ＣＰＵ７１は、眼底の層領域（例えば、他の網膜層又は脈絡膜層）において、上記実
施例を適用してもよい。層領域としては、単一の層からなる領域であってもよいし、複数
の層からなる領域であってもよい。
【０１１５】
　なお、上記説明においては、深さ方向での計測範囲を考慮して計測結果を補正したが、
これに限定されない。例えば、ＣＰＵ７１は、３次元ＭＣデータに基づいて３次元的な計
測を行うようにしてもよい。
【０１１６】
　より詳細には、ＣＰＵ７１は、血管計測結果（例えば、血管密度）の分布を３次元的に
求めるようにしてもよい。この場合、ＣＰＵ７１は、３次元ＭＣデータを処理して所定の
深さ領域（例えば、所定の網膜層）における血管領域を３次元的に抽出すると共に、抽出
された血管領域の計測結果を３次元的に求めてもよい。ＣＰＵ７１は、抽出された３次元
的な血管領域を複数のブロックに分割し、分割された各ブロックに関して計測処理を行う
ようにしてもよい。この場合、例えば、ＣＰＵ７１は、微小領域毎に計測結果を取得して
もよい。より具体的には、２５６×２５６×２５６の三次元ＭＣデータを、８×８×８の
三次元ＭＣデータ単位で分割することによって、各ブロックでの計測結果を求めてもよい
（例えば、図１１参照）。また、ＣＰＵ７１は、比較的広い領域毎に計測結果を取得して
もよい。より具体的には、２５６×２５６×２５６の三次元ＭＣデータを、３次元方向に
それぞれ分割（例えば、３～１０分割）することによって、各ブロックでの計測結果を求
めてもよい。
【０１１７】
　３次元的に求められる結果としては、例えば、血管領域の体積、血管領域の３次元的な
血管密度分布であってもよい。３次元的な血管密度分布を求める場合、ＣＰＵ７１は、３
次元ＭＣデータを処理して所定の深さ領域における血管領域の体積を求めると共に、所定
の深さ領域における３次元ＭＣデータの体積を血管領域の体積で割ることによって、血管
領域の３次元的な密度を求めることができる。
【０１１８】
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　ＣＰＵ７１は、３次元的に求められた計測結果の分布をカラーマップとして表示しても
よい。例えば、ＣＰＵ７１は、前述のように求められる各ブロックでの計測結果に応じて
色分けされた３次元画像を表示してもよい。また、ＣＰＵ７１は、血管で囲まれた領域を
３次元的に計測することによって、結果的に、毛細血管に関する計測結果の３次元分布を
求めてもよい。この場合、ＣＰＵ７１は、例えば、各血管の連結性を画像処理によって判
定し、非血管領域の周囲が血管によって囲まれているか否かによって、血管で囲まれた領
域を抽出してもよい。この場合、必ずしも非血管領域が３次元方向において３６０度囲ま
れている必要はなく、一定量囲まれた状態であれば、血管で囲まれた領域であると判別し
てもよい。より詳細には、ＣＰＵ７１は、血管で囲まれた領域の体積を算出してもよい。
ＣＰＵ７１は、各領域において、算出された体積に応じた色分け表示を行うようにしても
よい。
【０１１９】
　＜ＯＣＴ血管解析マップとＯＣＴ形態解析マップの表示＞
　ＣＰＵ７１は、ＯＣＴによって取得されたＭＣデータに基づく血管解析マップと、眼科
ＯＣＴデータに基づく形態解析マップと、をモニタ上に同時に表示してもよい。
【０１２０】
　例えば、被検眼の血管計測結果に関する血管解析マップを表示する場合、ＣＰＵ７１は
、被検眼の形態計測結果に関する形態解析マップ（例えば、網膜厚に関するマップ）と同
時に表示するようにしてもよい（例えば、図１２参照）。例えば、ＣＰＵ７１は、血管解
析マップと形態解析マップとを並列して表示してもよい。
【０１２１】
　例えば、ＣＰＵ７１は、眼底における共通の層領域に関して血管解析マップと形態解析
マップを同時に表示してもよい。この場合、深さ方向に関して共通する領域に関して、被
検眼の血管情報と形態情報との相関性を容易に求めることができる。
【０１２２】
　例えば、所定の網膜層の厚みに関する形態解析マップにおいて、網膜層の厚みが薄い場
合、血管解析マップを同時に確認することによって、厚み減少が、血管の減少によるもの
か、あるいは他の要因によるものか否かを容易に把握できる。この場合、ＣＰＵ７１は、
計測時期が異なる血管解析マップと形態解析マップとを取得しておき、血管解析マップと
形態解析マップとを時系列に同時に表示するようにしてもよい。
【０１２３】
　なお、血管解析マップの種類としては、例えば、前述のように、基本マップ、比較マッ
プ、差分マップ、検査日差分マップが考えられる。また、形態解析マップとしては、例え
ば、眼底に関する形態計測結果の二次元分布を示すマップであってもよい。この場合、例
えば、例えば、計測値に応じて色分けされたカラーマップであってもよい。解析マップと
しては、例えば、層厚を示す厚みマップ（基本マップ）、被検眼の層厚と正常眼データベ
ースに記憶された正常眼の層厚との比較結果を示す比較マップ、被検眼の層厚と正常眼デ
ータベースに記憶された正常眼の層厚とのずれを標準偏差にて示す差分マップ（デビエー
ションマップ）、各検査日との厚みの差分を示す検査日比較厚み差分マップ、であっても
よい。
【０１２４】
　層厚を求める場合、例えば、ＯＣＴデータに対する画像処理（例えば、セグメンテーシ
ョン処理）によってＯＣＴデータが層毎に分割処理され、層境界の間隔に基づいて各層の
厚みが計測されてもよい。もちろん、形態計測結果としては、層厚に限定されない。また
、解析マップとしては、層厚マップに限定されず、例えば、眼底の曲率分布を示すマップ
であってよい。
【０１２５】
　ここで、血管解析マップが形態解析マップと共に表示部７５に同時に表示される場合、
同じ特性のマップを同時に表示することによって、形態情報と血管情報での比較を目的に
応じてより的確に行うことができる。例えば、血管解析マップの基本マップと、形態解析
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マップの基本マップとが同時に表示されてもよい。同様に、各比較マップが同時に表示さ
れてもよいし、各差分マップが同時に表示されてもよいし、各検査日差分マップが同時に
表示されてもよい。
【０１２６】
　なお、形態解析マップは、眼底正面画像にカラーマップ（例えば、層厚に関するマップ
）が重畳された表示形式であってもよい。眼底正面画像は、眼底カメラ、ＳＬＯによって
取得されてもよいし、ＯＣＴデータに基づいて取得されたＯＣＴ正面画像であってもよい
。また、正面ＭＣ画像にカラーマップ（例えば、層厚に関するマップ）が重畳された表示
形式であってもよい。
【０１２７】
　また、血管解析マップと形態解析マップとが同時に表示される場合、各マップは、正面
ＭＣデータにカラーマップが重畳された形式であってもよい。このような表示によって、
ＭＣデータの画像に対し、血管解析結果と形態解析血管の相関を容易に求めることができ
る。この場合、ＭＣデータと、血管解析マップと、形態解析マップとが同時に表示されて
もよい。また、各マップは、眼底正面画像にカラーマップが重畳された形式であってもよ
い。このような表示によって、眼底正面画像に対し、血管解析結果と形態解析血管の相関
を容易に求めることができる。眼底正面画像としては、赤外正面画像、カラー正面画像、
ＯＣＴデータに基づく正面画像であってもよい。
【０１２８】
　＜血管計測結果と形態計測結果の統合＞
　ＣＰＵ７１は、被検眼の血管計測結果と、被検眼の形態計測結果とを統合した計測処理
を行うようにしてもよい。二次元分布として各計測結果が取得される場合、例えば、ＣＰ
Ｕ７１は、統合計測処理の結果を、単一のカラーマップ又は解析チャートとして表示する
ようにしてもよい（例えば、図１３参照）。ＣＰＵ７１は、被検眼の血管計測結果と、被
検眼の形態計測結果とを統合した統合値を求めても良い。
【０１２９】
　統合計測を行う場合、ＣＰＵ７１は、血管計測結果と形態計測結果の各計測値の代表値
（例えば、平均値、合算値）を求めてもよいし、各計測値との間で一定の重み付けを行う
重みづけ演算であってもよい。この場合、各計測値の単位が一致しない場合（例えば、密
度と厚み）、所定の統合パラメータが設定され、血管計測結果と形態計測結果と間で、任
意の係数が設定されてもよい。
【０１３０】
　また、上記と同様に、ＣＰＵ７１は、被検眼の視野計測の結果と、被検眼の血管計測の
結果とを、同一画面上に同時に表示してもよい。また、ＣＰＵ７１は、被検眼の視野計測
の結果と、被検眼の血管計測の結果とを統合した計測処理を行い、統合計測結果を表示す
るようにしてもよい。
【０１３１】
　もちろん、ＣＰＵ７１は、被検眼の形態計測の結果と、被検眼の視野計測の結果と、被
検眼の血管計測の結果とを、同一画面上に同時に表示してもよい。また、ＣＰＵ７１は、
被検眼の形態計測の結果と、被検眼の視野計測の結果と、被検眼の血管計測の結果とを統
合した計測処理を行い、統合計測結果を表示するようにしてもよい。
【０１３２】
　＜血管解析チャート＞
　なお、上記説明によれば、計測結果を血管解析マップとして表示したが、これに限定さ
れず、血管解析チャートとして出力してもよい。
【０１３３】
　例えば、血管解析チャートは、予め設定されたセクションでの血管計測結果の基本統計
量を計測するための血管解析チャートであってもよく、セクション内での基本統計量が計
測されてもよい。血管解析チャートを形成するセクションは、一つの領域であってもよい
し、複数のセクションであってもよい。複数のセクションの場合、分割されたセクション
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毎に基本統計量が計測されてもよい。基本統計量としては、代表値（平均値、中央値、最
頻値、最大値、最小値、など）、散布度（分散、標準偏差、変動係数）などであってもよ
い。
【０１３４】
　例えば、血管解析チャートは、血管計測結果の二次元的な分布につき、領域毎の平均を
求めるチャートであってもよい。血管解析チャートには、所定領域での血管計測結果を数
値にて表示する数値表示領域が付されてもよい。
【０１３５】
　＜経過観察＞
　なお、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに基づく血管計測結果を時系列データを記憶部７４か
ら取得し、取得された血管計測結果を経時的に表示するようにしてもよい（例えば、図１
４参照）。例えば、ＣＰＵ７１は、血管計測結果の経時変化を示すグラフを表示してもよ
いし、取得時期が異なる複数の血管解析マップを時系列で並べるようにしてもよい。取得
時期が異なる複数の血管解析マップをタイムラプス画像として表示してもよい。ＣＰＵ７
１は、血管計測結果に関して、第１の取得時期と第２の取得時期との間の差分を求めるよ
うにしてもよい。ＣＰＵ７１は、血管計測結果の二次元分布において第１の取得時期と第
２の取得時期との間の差分を求めることによって、二次元分布の差分マップを表示しても
よい。
【０１３６】
　なお、上記説明においては、大血管の影響を軽減して計測を行う点について説明したが
、＜血管解析マップ＞、＜血管密度マップ＞、＜血管情報データベース＞、＜深さ方向を
考慮した血管計測＞、＜血管解析マップと厚み解析マップの表示＞、＜血管計測結果と形
態計測結果の統合＞、＜血管解析チャート＞、＜経過観察＞等の項目、また以下に説明さ
れる項目、あるいは、他の部分で示した技術内容につき、大血管を含めた計測においても
適用できる手法について実施可能である。もちろん、大血管に特定した血管計測を行うよ
うにしてもよい。同様に、他の項目についても、並列的に実施されてもよいし、独立して
実施されてもよい。
【０１３７】
　なお、上記説明においては、ＯＣＴによって取得されたＭＣデータを例として説明した
が、被検眼の眼底正面画像を撮像する眼底撮像装置（例えば、眼底カメラ、走査型レーザ
検眼鏡（ＳＬＯ））によって取得される眼底正面画像に含まれる眼底血管の計測において
も、上記実施形態の適用は可能である。この場合、眼底正面画像としては、被検眼からの
反射光による正面画像データ（例えば、カラー眼底画像）、被検眼からの蛍光による正面
画像データの少なくともいずれかであってもよい。また、ＯＣＴモーションコントラスト
データとこれらの組み合わせた解析が行われてもよい。
【０１３８】
　なお、血管領域と非血管領域との判別処理を自動的に行う場合、ＣＰＵ７１は、ＭＣデ
ータ４０２の輝度値から二値化処理（例えば、判別分析法）を適用することによって、血
管・非血管領域を定めてもよい。また、血管解析領域が複数のセクションに分割されてい
る場合、各セクションに対応する領域単位で閾値が設定されてもよいし、血管解析領域全
体で閾値が設定されてもよい。
【０１３９】
　＜血管情報のＭＣデータへの展開＞
　ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに含まれる血管領域に関する血管情報を取得してもよい。さ
らに、ＣＰＵ７１は、取得された血管情報を、ＭＣデータに含まれる血管領域に対して付
与してもよい。この場合、血管領域に含まれる少なくとも一つの血管に関して血管情報が
取得されればよく、ＭＣデータに含まれる一本の血管に関して血管情報が取得されて血管
情報が付与されてもよいし、ＭＣデータに含まれる複数の血管に関して血管情報がそれぞ
れ取得され、血管情報がそれぞれ付与されてもよい。また、血管情報は、血管毎の血管情
報を含んでもよく、各血管の位置情報と血管情報がセットで取得されてもよい。
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【０１４０】
　血管情報に関し、例えば、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに含まれる血管領域に関する動静
脈情報を、血管情報として取得してもよい。さらに、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに含まれ
る血管領域に対して動静脈情報を付与してもよい（例えば、図１５参照）。つまり、血管
情報は、血管の機能に関する情報であってもよい。
【０１４１】
　また、例えば、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに含まれる血管領域に関する出血情報を、血
管情報として取得してもよい。さらに、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに含まれる血管領域に
対して出血情報を付与してもよい。
【０１４２】
　血管情報を得る場合、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータとは異なるデータから血管情報を取得
してもよい。これによって、例えば、ＭＣデータのみでは検出が難しい血管情報がＭＣデ
ータに付与され、検者による血管評価がより良好に行われる。異なるデータの場合、ＭＣ
データの少なくとも一部に関して、取得領域が共通するデータであってもよい。また、異
なるデータにおいて、血管情報に関する分布データであってもよく、ＭＣデータに対して
レジストレーションされてもよい。
【０１４３】
　例えば、ＣＰＵ７１は、血管情報を、ＯＣＴによって取得されたＯＣＴデータ又はドッ
プラーＯＣＴデータから取得してもよい。ＯＣＴデータ又はドップラーＯＣＴデータは、
ＭＣデータを取得するＯＣＴデバイスによって取得されたデータであってもよいし、ＭＣ
データを取得するＯＣＴデバイスとは異なるＯＣＴデバイスによって取得されたデータで
あってもよい。ＣＰＵ７１は、ＭＣデータ自体から血管情報を取得してもよく、例えば、
ＭＣデータを取得するＯＣＴデバイスとして、例えば、ドップラ―ＯＣＴが利用あれても
よい。
【０１４４】
　また、ＣＰＵ７１は、ＯＣＴとは異なるモダリティ（撮影部）によって撮影された画像
データから取得してもよい。異なるモダリティとしては、血管情報を取得可能であればよ
く、例えば、眼底カメラ、ＳＬＯ、ＬＳＦＧ（レーザスペックルフローグラフィー）であ
ってもよい。
【０１４５】
　血管情報としては、動静脈情報、出血情報に限定されず、血流速度情報、層位置情報、
色情報、偏光特性情報、走行方向情報、硬さ情報、血管の内壁と外壁の比率情報等が取得
されてもよい。つまり、血管情報としては、例えば、ＭＣデータに含まれる血管領域の特
性に関する情報であってもよい。血流速度情報は、例えば、ドップラーＯＣＴによって取
得されてもよい。層位置情報は、例えば、ＯＣＴデータ又はＭＣデータによって取得され
てもよい。色情報は、例えば、眼底カメラ又は分光ＯＣＴによって取得されてもよい。偏
光特性情報は、例えば、ＰＳ－ＯＣＴによって取得されてもよい。
【０１４６】
　ＭＣデータを出力する際、例えば、ＣＰＵ７１は、取得された血管情報に基づいてＭＣ
データに対して画像処理を施し、血管情報を含むＭＣデータを表示部７５に表示してもよ
い。なお、表示部７５への表示に限定されず、血管情報を含むＭＣデータが印刷されても
よいし、外部サーバーに出力されてもよい。なお、ＭＣデータは、例えば、正面ＭＣデー
タであってもよいし、３次元ＭＣデータであってもよいし、２次元ＭＣデータであっても
よい。この場合、ＭＣデータに対して予め付与された血管情報に基づいて、血管情報を含
むＭＣデータを表示部７５に表示してもよい。また、取得された血管情報に関する表示を
、ＭＣデータに付与してもよい。
【０１４７】
　ＭＣデータを解析して血管領域に関する計測結果を取得する際、例えば、ＣＰＵ７１は
、取得された血管情報を用いて、血管領域に関する計測結果を取得してもよい。この場合
、ＣＰＵ７１は、計測結果を２次元的又は３次元的に求めてもよい。計測結果は、例えば
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、解析マップとして表示されてもよいし、解析チャートとして表示されてもよい。
【０１４８】
　ＣＰＵ７１は、ＭＣに対して予め付与された血管情報を用いて計測結果を取得してもよ
い。血管領域に関する計測結果を予め取得した後、取得された計測結果に血管情報を付与
してもよい。
【０１４９】
　血管情報として動静脈情報が取得された場合、ＣＰＵ７１は、動静脈情報を用いて、動
脈領域に関する計測結果及び静脈に関する計測結果の少なくともいずれかを取得してもよ
い。例えば、血管情報として出血情報が取得された場合、ＣＰＵ７１は、出血情報を用い
て、出血した血管領域に関する計測結果を取得してもよい。つまり、ＣＰＵ７１は、各血
管の動静脈情報を利用して、動脈・静脈別に計測処理を行ってもよい。
【０１５０】
　なお、ＭＣデータに含まれる血管領域に関する血管情報は、記憶部７４にＭＣデータと
共に記憶されてもよい。この場合、例えば、ＭＣデータでの各血管における位置情報と、
血管情報とが対応付けて記憶されてもよい。この場合、のちの解析・計測処理、表示処理
の少なくともいずれかにおいて、ＭＣデータに含まれる少なくとも一つの血管の血管情報
が参照できれば、具体的手法は限定されない。
【０１５１】
　血管情報の付与としては、例えば、各血管の位置情報を含む血管情報が、ＭＣデータに
レジストレーションされることによって、ＭＣデータの各血管と血管情報とが対応付けさ
れてもよい。また、ＭＣデータにおける各血管と血管情報との対応関係を示すテーブルが
設定されてもよい。また、各血管のＭＣデータに対して血管情報が付与され、ＣＰＵ７１
が、各血管のＭＣデータに対応する血管情報を参照してもよい。
【０１５２】
　＜動静脈情報の取得、付与＞
　以下に、動静脈情報の取得、付与を行う場合の一例を示す。例えば、ＣＰＵ７１は、動
静脈情報として、ＭＣデータに含まれる少なくとも一つの血管が動脈であるか静脈である
かを判別するための判別情報を取得してもよい。動静脈情報としては、各血管について動
脈か静脈か否かが特定された動静脈情報であってもよい。なお、動静脈情報としては、動
脈・静脈のいずれかに関する情報であればよく、例えば、動脈のみの情報であってもよい
し、静脈のみの情報であってもよい。動静脈情報は、動脈及び静脈の少なくともいずれか
に関する血管分布情報であってもよい。
【０１５３】
　例えば、ＣＰＵ７１は、動静脈情報に基づいてＭＣデータに対して画像処理を施し、動
静脈情報が反映されたＭＣデータを表示部７５に表示するようにしてもよい。この場合、
ＣＰＵ７１は、ＭＣデータにおける各血管領域を、動脈・静脈か否かに応じて異なる色（
例えば、動脈が赤、静脈が青）にて表示してもよい。この場合、白黒表現にて画像化され
たＭＣデータの血管領域に対して色が重畳されてもよいし、ＭＣデータ自体を着色処理し
てもよい。また、例えば、ＣＰＵ７１は、動静脈情報を利用して、動脈のみ又は静脈のみ
が画像化されたＭＣデータを表示してもよい。この場合、ＣＰＵ７１は、動静脈情報を利
用して、動脈領域と静脈領域の一方を抽出することによって、動脈領域と静脈領域の一方
を画像化してもよい。また、ＣＰＵ７１は、動脈領域に関するＭＣデータと、静脈領域に
関するＭＣデータとを切換表示又は並列表示してもよい。この場合、動脈と静脈とが異な
る色で表示されてもよい。また、特定の血管が指定されたときに動静脈情報が表示されて
もよい。
【０１５４】
　上記のようにすれば、ＭＣデータに含まれる血管が動脈であるか静脈であるかが特定さ
れることで、被検眼の血管の状態を、機能面を含めて評価できるようになり、臨床的に有
用であると考える。
【０１５５】
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　また、ＭＣデータに動静脈情報が付与されることで、これを反映したＭＣデータの表示
、計測等が可能となる。例えば、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータを解析して血管領域に関する
計測結果を取得する際、動静脈情報を用いて、動脈領域に関する計測結果及び静脈に関す
る計測結果の少なくともいずれかを取得するようにしてもよい。計測結果としては、動脈
又は静脈に関して、例えば、血管密度、血管面積、血管の総量、血管の蛇行度、毛細血管
の規則性、血管径の少なくともいずれかが算出されてもよい。
【０１５６】
　ＣＰＵ７１は、ＭＣデータの動脈領域に関する計測結果及び静脈に関する計測結果を統
合した統合計測結果を取得してもよい。例えば、ＣＰＵ７１は、動脈領域に関する計測結
果と静脈に関する計測結果の比率又は差分を取得してもよい。より詳細には、ＣＰＵ７１
は、動脈領域での血管径と静脈領域での血管径の比である動静脈比（Ａ／Ｖ比）を求めて
も良い。
【０１５７】
　ＣＰＵ７１は、動脈領域に関する計測結果及び静脈に関する計測結果の少なくともいず
れかに関して、計測結果を２次元的又は３次元的に求めるようにしてもよい。さらに、Ｃ
ＰＵ７１は、得られた計測結果を血管解析マップとして表示部７５に表示してもよい。ま
た、ＣＰＵ７１は、動脈領域に関する血管解析マップ、静脈領域に関する血管解析マップ
とを切換表示又は並列表示してもよい。もちろん、血管解析マップに限定されず、得られ
た計測結果は、血管解析チャートとして表示されてもよい。
【０１５８】
　なお、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに含まれる血管領域の一部又は全体に動静脈情報を付
与してもよく、さらに、少なくとも一つの血管の一部に動静脈情報を付与してもよいし、
少なくとも一つの血管全体に動静脈情報を付与してもよい。もちろん、複数の血管領域に
対してそれぞれ動静脈情報を付与してもよい。さらに、ＣＰＵ７１は、各血管領域を血管
径に関して分類し、一部の血管径に関して動静脈情報を付与してもよい。例えば、毛細血
管領域、大血管領域のいずれかに動静脈情報を付与してもよい。
【０１５９】
　動静脈の判別方法は、ＯＣＴを用いて動静脈を判別する方法、パルスオキシメーターの
原理を応用して動静脈を判別する方法、もしくは、眼底カラー画像、ＳＬＯ画像の色情報
から動脈静脈を判別する方法などが考えられる。以下、具体例を示す。
【０１６０】
　　＜ＯＣＴデータに基づく動静脈判別＞
　動静脈情報を取得する場合、例えば、ＣＰＵ７１は、ＯＣＴによって取得された眼底の
ＯＣＴデータ又はドップラＯＣＴデータに基づいて、動静脈情報を取得してもよい。ＯＣ
Ｔデータとしては、例えば、 ＭＣデータと共通する領域に関して取得されたＯＣＴデー
タ（例えば、二次元ＯＣＴデータ）であってもよく、ＭＣデータの基礎となったＯＣＴデ
ータであってもよい。この場合、ＯＣＴデータは、眼底の反射率データであるという点で
ＭＣデータと区別される。ＯＣＴデータは、例えば、眼底の形態情報を含む断層画像デー
タであってもよい。
【０１６１】
　ＯＣＴデータから動静脈情報を取得する場合、例えば、ＯＣＴデータの輝度値に基づい
て、被検眼の血管が動脈か静脈かを判別してもよい。より詳細には、図１６に示すように
、ＯＣＴデータにおいて動脈は明るく、静脈は動脈よりも暗く表示される。
【０１６２】
　ＯＣＴデータにおける血管領域を検出する際、例えば、各Ａスキャンデータに関してＲ
ＰＥよりもＮＦＬ側の領域における輝度値を求め、輝度値が相対的に低い領域を血管領域
候補として設定してもよい。ＣＰＵ７１は、血管候補領域のうち、走査方向に関して所定
幅以上の領域を血管領域として検出してもよい。なお、ＯＣＴデータにおいて血管領域を
検出する場合、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに含まれる血管情報を利用して、ＯＣＴデータ
における血管領域を検出してもよい。この場合、ＯＣＴデータとして、ＭＣデータの基礎
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となるＯＣＴデータを用いる場合、データ間のレジストレーションが容易であり、血管領
域を容易に特定できる。
【０１６３】
　次に、ＣＰＵ７１は、ＯＣＴデータ上での血管領域の輝度値に基づいて動脈と静脈を判
別してもよい。例えば、ＣＰＵ７１は、図１７に示すような眼底の領域ＴＳＮＩＴの各領
域で血管領域の輝度平均を用いて動脈・静脈の判定を行ってもよい。ＣＰＵ７１は、ＴＳ
ＮＩＴの各領域で、血管領域のＩＬＭからＩＰＬ／ＩＮＬまでの輝度平均を計算し、判別
分析法によりクラス間分散が最大となる閾値を決定してもよい。ＣＰＵ７１は、この閾値
よりも高輝度な血管を動脈、低輝度な血管を静脈としてもよい。
【０１６４】
　なお、ＯＣＴデータでの動脈と静脈の判別手法としては、これに限定されず、動脈と静
脈との間での血管壁の輝度の違いを利用してもよい。また、動脈と静脈との間での血管下
側のＲＰＥの輝度の違いを利用してもよい。つまり、ＯＣＴデータ上で画像化された動脈
と静脈との間での違い（例えば、輝度、形状）を利用して、動脈と静脈を判別する手法で
あれば、特に限定されない。つまり、本発明者らは、ＯＣＴデータ上に含まれる血管にお
いて動脈と静脈との間で描画状態が異なることを利用した判別手法を見出した。
【０１６５】
　上記のようにしてＯＣＴデータに基づく動静脈情報が取得されると、ＣＰＵ７１は、Ｏ
ＣＴデータと共通の領域に関するＭＣデータにおいて対応する血管領域に動静脈情報を付
与してもよい。なお、３次元ＭＣデータの場合、ＣＰＵ７１は３次元ＯＣＴデータを形成
する各二次元ＯＣＴデータに基づいて動静脈情報を取得し、取得された動静脈情報を３次
元ＭＣデータの各二次元ＭＣデータの対応する血管に付与してもよい。もちろん、ＣＰＵ
７１は、次元ＯＣＴデータにおける動脈又は静脈に関する３次元分布情報を取得しておき
、取得された３次元分布情報による動静脈情報を、３次元ＭＣデータの血管領域に付与し
てもよい。この場合、ＣＰＵ７１は、正面ＯＣＴデータを用いて動静脈情報を取得し、取
得された動静脈情報を、正面ＯＣＴデータの血管領域に付与してもよい。
【０１６６】
　なお、上記説明においては、ＯＣＴデータに基づいて動静脈情報を取得したが、これに
限定されず、ドップラーＯＣＴデータにおける位相変化量の正負を用いて動静脈情報を取
得してもよい。例えば、ＣＰＵ７１は、位相変化量に基づいて血流の進行方向を求めても
よく、血流の進行方向に基づいて動静脈情報を取得してもよい。この場合、例えば、血流
の進行方向を辿って行き着く先が乳頭であれば静脈とし、逆であれば動脈として判別して
もよい。
【０１６７】
　　＜パルスオキシメーターの原理を応用＞
　パルスオキシメーターは、酸素と結合したヘモグロビンと結合していないヘモグロビン
で、赤色光と赤外光の吸収度が変化する性質を利用して血中の酸素飽和度を計測する。こ
れを応用し、ＯＣＴ光源でパルスオキシメーターと同様な計測を行う。酸素飽和度が高い
ほうを動脈、低いほうを静脈と判定する。
【０１６８】
　つまり、ＣＰＵ７１は、被検眼の酸素飽和度データに基づいて、動静脈情報を取得して
もよい。この場合、得られた各血管の動静脈情報と、ＭＣデータとがレジストレーション
されることで、動静脈情報が付与されてもよい。
【０１６９】
　　＜他の装置からの動静脈情報の取得＞
　ＣＰＵ７１は、ＯＣＴとは異なる撮影手段（モダリティ）によって取得された画像デー
タに基づいて、動静脈情報を取得してもよい。他のモダリティとしては、例えば、眼底カ
メラ、ＳＬＯ、ＬＳＦＧ（レーザスペックルフローグラフィー）によって取得される画像
データが用いられても良い。例えば、眼底カメラ、ＳＬＯによって取得された眼底画像に
おける動脈と静脈との間の色調の違いに基づいて、動静脈情報を取得してもよい。また、
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動脈のほうが静脈より血管の色が明るい性質を利用して、動静脈を判定してもよい。
【０１７０】
　また、ＳＬＯ又は眼底カメラによって取得される蛍光造影画像の時系列変化による血流
方向の違いに基づいて、動静脈情報を取得してもよい。さらに、ＬＳＦＧによって取得さ
れる相対的な血流速度・血流方向の違いに基づいて、動静脈情報を取得してもよい。
【０１７１】
　なお、上記のように動静脈情報を取得する場合、ＯＣＴ光学系とともに動静脈情報の元
となる画像を得るモダリティーが配置され、モーションコントラストデータの取得と同時
に、これらの画像が取得されてもよい。また、これに限定されず、ＯＣＴ装置とは別に、
当該モダリティーが配置されてよい。また、上記のようにＣＰＵ７１が判別処理を実行す
る必要は必ずしもなく、ＣＰＵ７１は、予め取得された動静脈情報を、外部又は記憶部７
４から取得してもよい。
【０１７２】
　＜血管方向の計測＞
　ＣＰＵ７１は、３次元ＭＣデータに関して、３次元方向の各方向に関してエッジ強度を
算出し、各方向でのエッジ強度に基づいて、血管領域に関する走行方向情報を取得しても
よい。さらに、ＣＰＵ７１は、取得された走行方向情報を、３次元ＭＣデータに含まれる
血管領域に対して付与してもよい。これによって、ＭＣデータに含まれる各血管の方向を
検出できるので、蛇行度等の計測を容易に行うことができる。
【０１７３】
　より詳細には、図１８に示すように、ＣＰＵ７１は、３次元ＭＣデータのボリュームデ
ータをＸＹＺ方向に関してエッジ検出をそれぞれ行い、ＸＹＺ方向に関するエッジ検出結
果をボリュームデータとしてそれぞれ取得してもよい。この場合、各方向に関するエッジ
検出結果のボリュームデータがそれぞれ取得される。ここで、３次元ＭＣデータの各点に
対応する各ボリュームデータでのエッジ検出結果に基づいて、各血管の走行方向を容易に
検出できる。例えば、Ｘ方向にストレートに伸びる血管のみが３次元ＭＣデータに存在す
る場合、ＹＺ方向に関してエッジが検出され、Ｘ方向に関してエッジが検出されないので
、これに基づいて走行方向が検出される。このような関係を利用して、各血管の走行方向
を検出することが可能である。なお、説明の便宜上、簡易的な例を示したが、もちろん、
複数の血管が異なる方向に走行する場合であっても、上記手法の適用は可能である。
【０１７４】
　ＣＰＵ７１は、取得された走行方向情報に基づいて３次元モーションコントラストデー
タに対して画像処理を施し、走行方向情報が反映された３次元モーションコントラストデ
ータを表示部に表示してもよい（例えば、図１９参照）。この場合、各血管に矢印が表示
されてもよいし、走行方向に応じた色が付与されてもよい。
【０１７５】
　ＣＰＵ７１は、３次元モーションコントラストデータを解析して血管領域に関する計測
結果を取得する際、走行方向情報を用いて、血管の蛇行度を取得してもよい。
【０１７６】
　なお、上記走行方向の検出は、３次元的な方向の検出に限定されず、２次元的な方向の
検出に適用されてもよい。例えば、正面ＭＣデータにおいて、ＸＹ方向にそれぞれエッジ
検出が行われ、エッジ検出結果に基づいて二次元的な走行方向が検出されてもよい。
【０１７７】
　なお、上記手法に限定されず、ＭＣデータの各血管に対して細線化処理を施すと共に、
細線化処理で生成されたスケルトンの各ピクセルの連結性を求めることによって、走行方
向を検出してもよい。例えば、２次元であれば、周辺８pixelとの連結性を求めることで
、２次元的な走行方向を検出してもよい。同様に、３次元の場合、周辺の画素の連結性を
３次元的に求めることで３次元的な走行方向を検出してもよい。
【０１７８】
　＜眼底層に対する血管の走行状態＞
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　ＣＰＵ７１は、被検眼に形成された層領域に対する、ＭＣデータに含まれる血管領域の
走行状態を示す層走行情報を取得してもよい（例えば、図２０参照）。さらに、ＣＰＵ７
１は、ＭＣデータに含まれる血管領域に対して層走行情報を付与してもよい。これにより
、例えば、層領域に対する血管の走行状態を取得でき、被検眼の正常異常判定を行うこと
ができる。
【０１７９】
　層走行情報としては、例えば、ＭＣデータに含まれる少なくとも一つの血管が走行して
いる層領域に関して判別可能な情報であってもよい。層走行情報としては、例えば、ＭＣ
データに含まれる少なくとも一つの血管が、特定の層領域を走行しているか否かに関する
情報であってもよい。また、ＭＣデータに含まれる少なくとも一つの血管が、どの層領域
からどの層領域までを走行しているか否かに関する情報であってもよい。
【０１８０】
　ＭＣデータは、被検眼眼底に形成された複数の層に関するＭＣデータであってもよく、
ＣＰＵ７１は、複数の層の中で、少なくとも一つの血管が走行する層を特定する処理を行
うことによって、層走行情報を取得してもよい。
【０１８１】
　より詳細には、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータにおける血管の走行位置と、ＭＣデータ又は
ＯＣＴデータに対するセグメンテーション処理によって取得される層位置とに基づいて層
方向情報を取得してもよい。
【０１８２】
　例えば、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに含まれる特定の血管の３次元的な位置情報と、眼
底各層の３次元的な位置情報とを比較し、血管Ｋが走行する眼底層を特定してもよい。こ
の場合、ＣＰＵ７１は、特定の層において血管Ｋが存在するかどうかを判別していくこと
によって、血管Ｋが走行する層領域を特定してもよい。例えば、脈絡膜層の存在する血管
Ｋが、ＲＰＥ層に到達していることが検出される。
【０１８３】
　この場合、ＣＰＵ７１は、第１の層（例えば、脈絡膜層）に分布する血管に関して、第
１の層とは異なる第２の層（例えば、ＲＰＥ層）まで到達しているか（伸びているか）否
かを判別してもよい。また、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータにおいて、血管領域が、第１の層
からどの層まで到達しているかどうかを求めてもよい。上記手法によれば、脈絡膜層に存
在する血管が、ＲＰＥ層に達しているか否かを容易に判別できるので、糖尿病性網膜症等
に関する評価を容易に行うことができる。
【０１８４】
　上記のようにして、各血管に関する層領域情報を取得することによって、ＭＣデータに
含まれる各血管に対して層領域情報を付与できる。ＣＰＵ７１は、付与された層領域情報
に基づいて３次元モーションコントラストデータに対して画像処理を施し、層領域情報が
反映された３次元モーションコントラストデータを表示部に表示してもよい。この場合、
層領域情報に応じた色が付与されてもよい。
【０１８５】
　ＣＰＵ７１は、付与された層領域情報に基づいて、血管に関する計測結果を取得しても
よい。例えば、ＣＰＵ７１は、第１の層に存在する血管に関して、第２の層まで到達した
血管の二次元分布を、計測結果として取得しても良く、例えば、当該血管に特定した密度
分布などを取得してもよい。また、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータにおける複数の層を横断し
た血管に関する計測結果を取得してもよい。
【０１８６】
　ＣＰＵ７１は、層領域情報に基づく血管計測結果を２次元的又は３次元的に求めるよう
にしてもよい。さらに、ＣＰＵ７１は、得られた計測結果を血管解析マップとして表示部
７５に表示してもよい。もちろん、血管解析マップに限定されず、得られた計測結果は、
血管解析チャートとして表示されてもよい。
【０１８７】
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　＜モーションコントラストデータを用いた血管層の分離＞
　ＣＰＵ７１は、３次元ＭＣデータの各深さ領域における血管の二次元的な存在量に関す
る血管分布情報を取得してもよい。さらに、ＣＰＵ７１は、取得された血管分布情報に基
づいて、３次元ＭＣデータに含まれる血管を層毎に分離するようにしてもよい。つまり、
ＭＣデータを用いて血管層を分離してもよい。
【０１８８】
　これによって、血管層を確実に分離することができる。なお、従来の技術では、ＭＣデ
ータの血管層の分離は、OCTデータの層境界検出結果を用いて行っている。例えばNFLの血
管層は、NFL/GCLの層境界の所定範囲というように固定値で決められている。そのため、
患者によってはうまく血管層を分離できない。また、OCTの層境界検出が失敗した場合、
血管層の分離も失敗する可能性がある。網膜の血管は特定の領域に固まって存在する。そ
こで、OCT Angiographyの結果から、血管のまとまりごとに分離することで、正確に血管
層を分離できると考えられる。
【０１８９】
　より詳細には、例えば、血管の二次元的な存在量として、各深さ領域の正面ＭＣデータ
において血管が検出された画素数をそれぞれ計測してもよく、各深さ領域での血管画素数
の分布を示すヒストグラムを取得してもよい（図２１参照）。また、ＣＰＵ７１は、血管
の二次元的な存在量として、各深さ領域の正面ＭＣデータにおいてそれぞれ血管の密度分
布又は血管面積を求めるようにしてもよい。つまり、血管分布情報としては、例えば、深
さ方向に関して、３次元ＭＣデータの各深さ領域における血管の二次元的な存在量の分布
を示す情報であってもよい。
【０１９０】
　なお、ＣＰＵ７１は、血管の二次元的な存在量として、血管が検出された画素数を計測
してもよく、各深さ領域での血管画素数の分布を示すヒストグラムを取得してもよい。な
お、３次元ＭＣデータを深さ方向に関して分割する場合、一画素単位で分割してもよいし
、２画素以上の単位で分割してもよい。
【０１９１】
　眼底の血管は、一般的には、眼底の各層に分かれて血管層を形成している。よって、取
得された血管分布情報は、各血管層に応じた山を含んでいる。そこで、ＣＰＵ７１は、血
管分布情報における山毎に分離することで、血管を層毎に分離するようにしてもよい。な
お、血管分布に含まれる山毎に分離する場合、例えば、ＣＰＵ７１は、一定の存在量を超
える領域が、深さ方向に所定の幅を持っているかによって山を検出するようにしてもよい
。
【０１９２】
　なお、３次元ＭＣデータを正面方向（深さ方向に直交する方向）に関して複数に分割し
、分割された各領域において血管分布情報を取得してもよい。この場合、分割された各領
域において血管を層毎に分離するようにしてもよい。例えば、図２１におけるブロックＢ
１、Ｂ２、Ｂ３単位でそれぞれ血管層が分離されてもよい。
【０１９３】
　なお、ＣＰＵ７１は、層毎に分離された各血管に対し、他の層に存在する血管に対して
判別可能な層情報を付与してもよい。
【０１９４】
　＜出血情報の取得、付与＞
　ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに含まれる血管領域に関する出血情報を取得してもよい。さ
らに、ＣＰＵ７１は、取得された出血情報を、ＭＣデータに含まれる血管領域に対して付
与してもよい。
【０１９５】
　出血情報としては、血管領域における出血領域の位置情報であってもおい。また、出血
情報としては、少なくとも一つの血管に関する出血の有無を判別するための出血情報であ
ってもよい。また、出血情報としては、各血管について出血の有無が特定された出血情報
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であってもよい。また、出血情報は、出血領域の分布を示す情報であってもよい。
【０１９６】
　出血情報は、例えば、正面ＯＣＴデータに基づいて取得されてもよい。正面ＯＣＴデー
タは、３次元ＯＣＴデータでの深さ方向の一部に関する正面ＯＣＴデータであってもよい
し、３次元ＯＣＴデータでの深さ方向全体に関する正面ＯＣＴデータであってもよい。も
ちろん、二次元ＯＣＴデータに基づいて出血情報が取得されてもよい。この場合、出血情
報の位置情報が取得されてもよい。
【０１９７】
　ＯＣＴデータにおいて血管から出血があった出血領域に関して、出血領域から奥側は、
輝度値が減衰し、層構造が描画されない。なお、図２２の例では、画像の左側領域にて出
血が生じている。そこで、これらの特性を利用して、出血領域を検出することによって、
出血領域の位置情報を判別できる。
【０１９８】
　ここで、ＯＣＴデータによって取得された出血領域に関する情報を、ＭＣデータに付与
してもよい。この場合、ＣＰＵ７１は、ＭＣデータに付与された出血領域情報に基づいて
、出血領域が付与されたＭＣデータを表示するようにしてもよい（例えば、図２３参照）
。これによって、ＭＣデータにおいて出血が生じた血管領域を確認できる。この場合、出
血領域の位置情報とＭＣデータの位置情報を対応づけることによって、ＭＣデータ上にお
いて出血領域の位置がレジストレーションされる。
【０１９９】
　この場合、出血領域が付与されたＭＣデータとしては、例えば、ＭＣデータ上において
出血領域に対応するグラフィックが付与されたＭＣデータが表示されてもよいし、出血領
域に対する血管領域が判別可能に表示されたＭＣデータが表示されてもよい。なお、出血
情報は、眼底カメラ、ＳＬＯ等の他の撮影手段によって取得された画像から取得されても
よい。
【０２００】
　＜ラベル付与＞
　ＣＰＵ７１は、３次元データの解析・表示において、３次元データの各ボクセルに、解
析結果を示すラベルを付与してもよい。ラベルの種類としては、血管領域、無血管領域、
血流、血管壁、血管の方向、血管が存在する層や深さ、血流量、血流の速さ、血流の酸素
飽和度、血管の繋がり、正常血管、異常血管、出血等の少なくとも１つであってもよい。
【０２０１】
　ラベルは、数値で示してもよいし、色、グラフで示してもよい。また、ラベルは、単独
で表示されてもよいし、ＯＣＴデータ（断層画像）、眼底正面画像、ＯＣＴＭＣデータ（
OCT Angiography画像）に重畳して表示されてもよい。または、複数のラベルを組み合わ
せて表示されてもよい。さらに、ＣＰＵ７１は、前述のように、他の装置、ＯＣＴデータ
、ＯＣＴＭＣデータから動静脈を判別し、判別結果をラベルとしてボクセルに記録しても
よい。
【０２０２】
　さらに、ＣＰＵ７１は、血管の方向を判別し、判別結果をラベルとしてボクセルに記録
してもよい。より詳細には、ＭＣデータをＸＹＺ方向でエッジ検出を行い、それぞれの方
向のエッジ成分の大きさから血管の向きを検出し、ラベルとして記録してもよい。血管の
向きラベルから血管の蛇行度を算出し、この蛇行度もラベルとして記録してもよい。蛇行
度の算出方法としては、血管をたどりながら、直前のボクセルと現在のボクセルの血管の
向きラベルの差を累積していき蛇行度とする方法が考えられる。
【０２０３】
　さらに、ＣＰＵ７１は、血管の繋がりを見ることで、正常な血管か異常な血管かを判別
してもよい。例えば、脈絡膜から出た血管がNFL方向にのびていたら異常と判定する。正
常血管と異常血管のラベルを付与することで、どちらかだけを表示したり、色を分けて表
示したりすることができる。
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【０２０４】
　さらに、ＣＰＵ７１は、血管層の層情報をラベルとしてボクセルに記録してもよい。つ
まり、ＭＣデータを用いて血管層を分離した結果をラベルとしてボクセルに付与すること
で、層ごとの血流を表示したり、下記に示す血管の正常異常判定に用いたりすることがで
きる。
【０２０５】
　血管径の計測において、ＣＰＵ７１は、血管領域のラベルが付与された領域を細線化し
、細線化された領域を血管のスケルトンのラベルとしてボクセルに記録してもよい（図２
４参照）。さらに、ＣＰＵ７１は、細線化前後の血管の変化量を血管径として計測し、血
管径をラベルとしてボクセルに記録してもよい。
【０２０６】
　より詳細には、ＭＣデータで検出した血管領域に対し細線化を行い、細線化した線から
元の血管径を計測してもよい。細線化した結果と血管径をラベルとしてボクセルに記録し
てもよい。細線化のラベルのボクセルだけを表示することで、血管のスケルトンを表示し
てもよい。また、血管径ラベルを用いることで、血管径によって血管の色を変える、一定
の血管径以上もしくは以下の血管だけを表示してもよい。また、血管径の正常眼データベ
ースが構築されてもよい。
【０２０７】
　さらに、ＣＰＵ７１は、ＯＣＴデータとＯＣＴＭＣデータから出血部を判別し、ラベル
としてボクセルに記録してもよい。ＯＣＴデータでは出血部は、比較的高反射となる。ま
た、出血部の下側は信号が減衰する。この情報とＯＣＴＭＣデータを組み合わせて、血管
がある場所で上記のような出血部の特徴を有する箇所を出血部として検出し、ラベルとし
て記録してもよい。
【０２０８】
　なお、ラベル表示は、経過観察用（フォローアップ用）として時系列に表示されてもよ
い。また、ラベル表示は、他の装置の検査結果と組み合わせて表示されてもよい。
【０２０９】
　図２５は、表示ラベルとして、ＯＣＴラベルが選択された場合の一例であり、３Ｄマッ
プのようなデータが表示される。ここで、各ボクセルには、種々の解析結果が付与されて
もよく、検者が所望する単体または複数のラベルが、３次元データに対して重畳して表示
されてもよい。
【０２１０】
　ここで、血管ラベルが選択されると、網膜の血管のみが表示され、血管の構造が簡単に
確認される。さらに、血管ラベルと層ラベルを組み合わせて層ごとに色を変えて表示して
もよい。
【０２１１】
　ＣＰＵ７１は、血管ラベルと動静脈ラベルを組み合わせて、動脈と静脈を色分けして表
示してもよい。また、動脈・静脈の片方だけ表示してもよい。さらに、血管ラベルと動静
脈ラベルと層境界ラベルを組み合わせて、所望の網膜層だけの血管を表示してもよい。
【０２１２】
　このように、複数のラベルを組み合わせることで、さまざまなデータを簡単に確認する
ことができる。また、検者がラベルの組み合わせを自由に設定できる。加えて、他の装置
の結果を合わせて表示してもよい。例えば、視野計の結果とＯＣＴAngiography結果を組
み合わせて、視野の欠損と血管の欠損の相関を確認できる。
【０２１３】
　上記のようなラベル表示によれば、ＯＣＴデータ、ＭＣデータ等を含む様々なデータを
3次元データとして解析し、ユーザーに提示することで、診断を支援することができる。
【０２１４】
　なお、上記説明においては、被検眼の眼底を例として説明したが、これに限定されず、
被検眼の前眼部においても適用可能である。さらに、被検眼に限らず、ＯＣＴによって取
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ョンコントラストデータ）に対しても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２１５】
【図１】本実施例の概略を示すブロック図である。
【図２】ＯＣＴデバイスの光学系の一例を示す図である。
【図３】モーションコントラストの取得について説明するための図である。
【図４】表示画面の一例を示す図である。
【図５】設定画面の一例を示す図である。
【図６】判別処理の結果の一例である。
【図７】毛細血管領域を複数のセクションに分割して計測を行う場合の一例である。
【図８】血管解析マップとＭＣデータの表示例である。
【図９】血管密度マップの一例である。
【図１０】深さ方向を考慮した血管計測を行う場合の一例を示す図である。
【図１１】血管計測結果の分布を３次元的に求める場合の一例を示す図である。
【図１２】血管解析マップと形態解析マップの表示例である。
【図１３】血管計測結果と形態計測結果の統合例である。
【図１４】血管計測結果を経時的に表示する場合の一例である。
【図１５】血管領域に対して動静脈情報を付与する場合の一例である。
【図１６】ＯＣＴデータにおける動脈画像と静脈画像の一例である。
【図１７】ＯＣＴデータ上での血管領域の輝度値に基づいて動脈と静脈を判別する場合の
一例である。
【図１８】走行方向情報を取得する場合の一例を示す図である。
【図１９】走行方向情報が反映された３次元モーションコントラストデータを表示部に表
示する場合の一例である。
【図２０】層領域に対する血管の走行状態を求める場合の一例である。
【図２１】モーションコントラストデータを用いて血管層を分離する場合の一例である。
【図２２】ＯＣＴデータにおける出血領域を示す一例である。
【図２３】出血領域が付与されたＭＣデータを表示する一例である。
【図２４】細線化処理の一例を示す図である。
【図２５】表示ラベルとして、ＯＣＴラベルが選択された場合の一例である。
【符号の説明】
【０２１６】
　１　ＯＣＴモーションコントラストデータ解析装置
　１０　ＯＣＴデバイス
　７０　制御部
　７５　表示部
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